
湖南市人権総合計画

湖　南　市

令和４年（2022年）３月



　21世紀は、「人権の世紀」といわれています。この言葉には、20世紀末までの経験を踏まえ、

全ての人の人権が尊重され、幸福が実現する時代にしたいという全世界の人々の願いが込められ

ています。「人権」とは、人が人として尊重され、自由で幸福に生活していくために欠かすこと

のできない大切な権利です。すべての人々の人権が尊重され、心豊かな社会を実現するためには、

私たち一人ひとりの人権尊重の意識を高めることが大切です。

　しかし依然として、部落差別や女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人などに対する

偏見や差別、さまざまな人権問題が存在し、さらに、新型コロナウイルス感染症による人権問題、

インターネット上での人権侵害など、社会の変化に伴い新たな課題も生じています。

　このような状況の中、本市では、「湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例」や「湖

南市人権尊重都市宣言」の理念に基づき、「湖南市人権擁護総合計画」、「湖南市同和対策基本計画」、

「湖南市人権教育推進計画」、「湖南市人権・同和福祉計画」の4つの計画の施策の実現に向けて取

り組んでまいりました。

　このたび、この４つの計画期間が終了し、これまでの計画の理念を受け継ぐとともに現在のさ

まざまな人権課題の状況や社会情勢の変化、法令等の整備に対応するため、これらを統合し新た

に「湖南市人権総合計画」を策定しました。

　今後は、本計画に沿って、SDGsの理念にもあるように「誰一人取り残さない」住みよいまち

を共につくっていくため、市民の皆様との協働により、「市民一人ひとりが人権感覚を高め、お

互いを認め合う人権尊重のまち」の実現に向けて施策を進めてまいります。皆様の一層のご理解、

ご協力をお願い申し上げます。

　最後に、この計画を策定するにあたり、熱心にご審議いただきました人権擁護審議会、同和対

策審議会の皆様をはじめ、貴重なご意見をお寄せくださいました市民の皆様に心から感謝申し上

げます。

　　令和４年（2022年）３月

 湖南市長　生　田　邦　夫

はじめに





目　　　　次

１．計画の趣旨 ����������������������������  １

　　⑴　計画策定の趣旨                          １

　　⑵　計画の性格                            ２

　　⑶　計画の期間                            ２

２．現状と課題 ����������������������������  ３

　　⑴　社会的な現状と課題                        ３

　　⑵　市民実態調査（2019年実施）に見られる現状と課題          ５

３．計画の基本的な考え方 �����������������������  ７

　　⑴　基本理念                             ７

　　⑵　基本理念に基づく３つの方向性                   ８

　　⑶　重視すべき視点                         10

　　⑷　４つの基本目標（めざす姿）                    11

４．重点施策と取組の方向 ����������������������� 13

　　⑴　人権教育の推進                         13

　　　①園・学校における人権教育の推進                 15

　　　②生涯学習における人権教育の推進                 16

　　⑵　人権意識の普及                         18

　　　①啓発活動の推進                         19

　　　②人権研修の充実と推進                      19

　　⑶　連携・協働による取組の推進                   21

　　　①市民、事業者の参加の促進                    21

　　　②関係団体、関係機関との連携・協働の促進             22

　　⑷　地域福祉の取組の推進                      23

　　　①市民の社会参加への支援の促進                  24

　　　②人にやさしいまちづくりに向けた取組の推進            24



　　⑸　相談・救済・支援の充実                     27

　　　①人権侵害の発見や防止体制の確立                 27

　　　②相談・救済・支援体制の充実                   28

　　　③関係機関・団体等とのネットワーク化               28

５．主な人権課題への分野別施策 �������������������� 29

　　⑴　部落差別                            29

　　⑵　女性（男女共同参画）                       33

　　⑶　子ども                             36

　　⑷　高齢者                             40

　　⑸　障がいのある人                         43

　　⑹　外国人                             47

　　⑺　感染症、患者                          50

　　⑻　性の多様性                           52

　　⑼　インターネットと人権                      55

　　⑽　災害時の人権                          57

　　⑾　個人情報の保護                         58

　　⑿　さまざまな人権の尊重                      59

６．総合的な施策の推進 ������������������������ 63

　　⑴　庁内における推進体制                      63

　　⑵　市民との協働による施策の推進                  63

　　⑶　関係機関・団体との連携                     63

　　⑷　進行管理および見直し                      63

施策体系図                               64

用語説明                                66

湖南市市民憲章・非核平和都市宣言・湖南市人権尊重都市宣言        68

湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例             69

湖南市人権擁護審議会規則                        71

湖南市人権擁護審議会委員名簿                      73

湖南市人権総合計画策定経過                       74



１．計画の趣旨

⑴　計画策定の趣旨

　湖南市では平成16年（2004年）に「湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指

す条例」を制定し、すべての市民の人権擁護施策を進めています。また、平成17年

（2005年）には「湖南市人権尊重都市宣言」を行い、一人ひとりの基本的人権を尊

重し、あらゆる差別のない心のかよいあう明るいまちの実現をめざしています。

　この条例の具体化を図るため、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５

条の規定に基づき、平成21年（2009年）に「湖南市人権擁護総合計画」を策定しま

した。また、同年に「湖南市同和対策基本計画」を、平成22年（2010年）に「湖南

市人権教育推進計画」および「湖南市人権・同和福祉計画」を策定し、これらの計画

を基に部落差別問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人など

に関する人権課題の解決に向けた施策を推進してきました。

　このたび、「湖南市人権擁護総合計画」「湖南市同和対策基本計画」「湖南市人権教

育推進計画」「湖南市人権・同和福祉計画」の計画期間が終了したため、これまでの

計画の理念を受け継ぐとともに現在のさまざまな人権課題の状況および社会情勢の変

化、法令等の整備に対応するため、これらを統合し新たに「湖南市人権総合計画」を

策定することとします。
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⑵　計画の性格

◆ 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条に規定される地方公共団体の

責務として、市が人権教育・啓発を総合的、計画的に推進するための計画です。

◆ 国の「人権教育・啓発に関する基本計画」および「滋賀県人権施策基本方針」の趣

旨を反映し、「湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例」の具体化を図

るための行動計画です。

◆ この計画は、湖南市の施策の最上位計画である「湖南市総合計画」をはじめ、本市

が策定する他の計画のめざす方向と合致し連携した計画として策定しています。

⑶　計画の期間

　令和４年度（2022年度）から令和13年度（2031年度）までの10年間の計画とし

ます。また、社会情勢の変化等により必要な場合、見直しを行います。

湖
南
市
市
民
憲
章
（
平
成
17
年
）

湖
南
市
人
権
尊
重
都
市
宣
言
（
平
成
17
年
）  

湖南市男女共同参画アクション計画
湖南市多文化共生推進プラン
湖南市地域福祉計画
湖南市子ども・子育て支援事業計画
湖南市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
湖南市障がい者の支援に関する基本計画
湖南市教育振興基本計画
 など

湖南市総合計画

湖南市人権総合計画

滋賀県人権施策基本方針

人権教育及び人権啓発の推進
に関する法律

人権教育・啓発に関する
基本計画

連携
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２．現状と課題

⑴　社会的な現状と課題

人権に関連した法律・制度等の整備

　わが国では昭和22年（1947年）に「日本国憲法」が施行されて以来、「民法」改

正や「教育基本法」「障害者基本法」「高齢者社会対策基本法」「男女共同参画社会基

本法」等を施行するとともに、「国際人権規約」など人権に関する諸条約を締結し、

国際社会の一員として人権への取組を強化してきました。

　近年では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法）」「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する

法律（ヘイトスピーチ解消法）」「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解

消推進法）」「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に

関する法律（アイヌ新法）」等、人権をめぐる法律が相次いで制定・施行されていま

す。また、平成17年（2005年）から国連によって開始された「人権教育のための世

界計画」は、令和２年（2020年）から第４フェーズとなり、包
ほうせつ

摂的
てき

で平和な社会づ

くりに向け、平等、人権と非差別、包
ほうせつ

摂と多様性の尊重に関する教育や研修を、若

者を重点対象として実施していくこととなりました。そして、世界的な取組である

SDGsの内容は、すべて人権と深く関わっており、発展途上国だけでなく、先進国も

その実現に取り組むこととなっています。こうした法律や制度に対する市民の認知度

を高め、市民的権利を適切に行使できるよう、サポート体制の充実とともに教育・啓

発を充実させていくことが必要です。

SDGsについて

　Sustainable Development 

Goals（持続可能な開発目標）

の略称。2015年の国連サミット

で採択され2030年までに持続可

能でよりよい世界をめざす国際

目標。「17の目標」と「169のター

ゲット（具体目標）」で構成さ

れ、地球上の「誰一人取り残さ

ない」ことを誓っている。湖南

市は「2020年度SDGs未来都市」

に選定された。
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新型コロナウイルス感染症等による新たな課題

　感染症への偏見や差別は、ハンセン病患者等やHIV感染者に対して起こっていたこ

とを受けて、平成10年（1998年）に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律」が制定され、感染症の患者等の人権が損なわれないよう教育と啓発に

努めることが国及び地方公共団体の責務と明記されています。しかしながら、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染者やその家族、医療従事者、宅配業者などに

対する差別が起こりました。

　その背景には 忌避意識※、排除意識が存在し、部落差別問題などさまざまな差別問

題との共通性も見えてきます。さらに、新型コロナウイルス感染症による生活などへ

の影響は、非正規雇用、外国人世帯、ひとり親家庭など、社会的に不安定な立場にあ

る人たちにより大きく現れるなど、格差の問題も浮き彫りにしています。また、家で

過ごす時間が長くなることなどで、DVや虐待など、家庭内での暴力の増加や深刻化

も問題となりました。無理解や偏見、差別、排除をなくすための人権教育や啓発のあ

り方を模索していくとともに、生活に困難を抱える人などへの支援を進めるための相

談体制の強化が必要です。

災害時における人権の確保

　災害時は、人権課題が顕在化しやすく、高齢者、障がいのある人、女性、子ども、

外国人など、いわゆる災害弱者といわれる人々は、その困難を受けやすくなります。

災害は、自然現象（自然要因）と、それを受け止める側の社会のあり方（社会要因）

によりその被害の大きさが変わってきます。被害を小さくするためには、社会要因に

よる災害時の困難を最小限にする日ごろからの取組が重要となります。

ひきこもりなど生きづらさを抱える人への包括的支援

　80歳代の親と50歳代のひきこもりの子どもの家庭が孤立し、生活が立ち行かなく

なる「8050問題」が、社会的問題となっています。ひきこもりは、すべての年代や

性別に共通する問題でもあります。さまざまな生きづらさを抱える人が、個性と能力

を発揮しながら自立した生活を送れるよう相談・訪問・就労支援等の体制づくりを進

めるとともに、長期的な視点に立った支援が必要です。
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⑵　市民実態調査（2019年実施）に見られる現状と課題

生涯を通じた人権学習の機会提供

　令和元年（2019年）に実施した「湖南市人権に関する市民実態調査」（以下「市

民実態調査（2019年実施）」という。）によると、６割の人が過去５年の間、人権に

関する講演会や研修会に参加したことがないと回答していました。人権研修に参加す

るにあたって「壁」があるのであれば、それをなくすための工夫が必要です。

　「義務教育課程における人権教育の経験」については、若い世代ほど人権教育を受

けた割合が高くなっています。ただし、同和対策事業に関する法律が失効し特別措置

の終了（2002年）から、部落差別解消推進法制定（2016年）までの15年間、どの

ような人権教育を義務教育で受けてきたのかは自治体によって異なり、同年代でも出

身地によって人権教育の経験が異なることも考えられます。

他者の権利と自己の権利双方を尊重する環境づくり

　人権侵害は、自分よりも身近な人が受けることで、その行為が人権侵害であること

に気づく傾向が見られました。言いかえれば、他者の権利と自己の権利の意識にずれ

が生じているということになります。自己の権利に無自覚であることは、他人の権利

への無自覚につながりかねません。市民一人ひとりがそうしたことに気づくことが、

自他の権利を尊重することにつながります。

行政や企業の取組や対応への意識をカタチへ

　女性、子ども、高齢者、障がいのある人、被差別部落出身者、外国人といった社会

的弱者になりやすい人々の人権問題を解決するために、行政や企業の取組をどうする

べきか尋ねた項目について、取組の充実を望む意見は、男性より女性のほうが、また、

年代別では高齢者より現役世代のほうが多い傾向にありました。

　性別や年代によって、取組への関心度は異なりますが、人権問題は誰にとっても関

わりがあるものです。行政や企業は、いかに多くの市民や団体を巻き込んで取組や対

応をカタチにしていくかを考える必要があります。

- 5 -



多様な価値観を認め合えるインクルーシブ※な社会をめざして

　人権課題に対する取組項目と、身近に当事者がいる人・いない人をクロス分析した

結果、身近にさまざまな背景や立場の人がいることで、他者の権利を尊重するととも

に人権問題への意識が高まる傾向が見られました。人には（自身も含め）さまざまな

背景や立場があることを理解し、自身の権利とともに他者の権利も尊重し、社会をよ

くする取組や対応を市民が豊かに関わりあうなかでつくっていくことが大切です。

湖南市・湖南市人権まちづくり会議作成パンフレット
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３．計画の基本的な考え方

⑴　基本理念

　湖南市総合計画において、本市のまちの将来像を「ずっとここに暮らしたい！　

みんなで創ろう　きらめき湖南」としています。その実現に向けて、まちづくりの

６つの目標を掲げ、人権分野においては、「みんなで共に進めるしくみをつくろう 

～人権尊重と自立・自助、共助のまちづくり～」をめざし、その施策の柱の一つとして、

「すべての人の人権尊重の推進」を掲げています。人権施策推進体制の充実をはじめ、

人権尊重のための教育や啓発、人権施策の推進、相談体制の充実など、ノーマライゼー

ション※の視点に立ちながら人権意識の高揚を基本として、市民一人ひとりの人権が

尊重される社会の実現を図ります。

　そのためには、市民、地域、学校、企業・事業所、行政が一体となった市民参加の

まちづくりをそれぞれの役割分担のもとに推進していくことが重要です。障がいのあ

る人、外国人、被差別部落出身者などさまざまな立場の人びとと体験を共にし、お互

いを理解し、共に学ぶことで、人権感覚が磨かれます。

　市民一人ひとりが自分の人権のみならず、他人の人権についても正しく理解し、人

権を相互に尊重しあうこと、すなわち人権尊重の意識が根づいた地域社会の構築をめ

ざします。SDGsが示すように、人権尊重は世界共通の行動基準であることを踏まえ、

市民が生涯を通じて、日常生活のなかで人権尊重の理念に対する理解を深め、これを

行動につなげられるような人権感覚の醸
じょうせい

成を図ります。

　このため、本計画では、「市民一人ひとりが人権感覚を高め、お互いを認め合う人

権尊重のまちづくり」を基本理念とします。

市民一人ひとりが人権感覚を高め、お互いを認め合う人権尊重のまちづくり
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⑵　基本理念に基づく３つの方向性

①「はぐくむ」　人権意識の醸
じょうせい

成と人権文化の確立

　人権問題は多様化しており、日常生活のさまざまな場面に現れます。家庭、地域、 

園・学校、職場など、場面ごとに生じる人権問題の内容は異なります。また、被差別

部落出身者、子ども、女性、障がいのある人、高齢者、外国人などの人権課題はその

立場によってさまざまで、複合的な課題を持つ人も少なくありません。

　市民一人ひとりが人権に関する基本的な知識や考え方を身につけ、日常の暮らしの

なかに人権尊重の意識と行動が定着した人権文化の確立をめざし、場面や人権課題に

応じた人権教育、学習機会の提供と人権啓発を実施することにより、人権意識の醸
じょうせい

成

を図ります。

②「つくる」　差別撤廃と人権尊重のまちづくり

　個人を取り巻く環境は、その人が持つ人権問題への意識に対して少なからず影響を

与えます。たとえば、身近にどのような背景を持つ人がいるのか、どのような人権教

育や啓発に触れてきたか、自身が差別を受けた経験があるのかなどによって、人権に

対する認識は変わっていきます。自身も含め、人にはさまざまな背景や立場があるこ

とを理解することは、自身の権利を尊重するとともに他者の権利も同様に尊重するこ

とにつながります。

　地域総合センターなどにおいて、さまざまな背景や立場がある地域の人が交流し、

隣保事業※や教養・文化活動、広域的な交流活動の一層の充実を図ることで、「あら

ゆる人が孤立したり、排除されたりしないよう援護し、社会の構成員として包み、支

え合う」インクルーシブ※なまちづくりをめざします。関係機関の連携と市民参加を

進め、それぞれの個性や違いを尊重し、市民一人ひとりが自立した人間としての尊厳

が保たれ、個性と能力が十分発揮できる、差別や偏見のない地域社会づくりをめざし

ます。
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③「まもる」 人権擁護の実現

　人権を侵害される等の問題に直面している人は、その解決のためにさまざまな情報

や支援を必要としています。しかし、現状では生活環境や障がい、言語などが障壁と

なり、相談に来づらい状況にある人たちもいます。見えづらい人権侵害の実態が可視

化され、社会的課題として、地域課題の発見・把握ができるよう、アウトリーチ※活動、

調査・研究活動などにより、誰もが相談しやすい環境を推進します。また、職員のス

キルアップや専門性のある人材の育成も含め、相談に適切に対応できる体制を整備し

ていく必要があります。

　あらゆる差別の解決、困難な状況に置かれている人への重層的な支援など、地域の

実情に応じた取組を行うとともに、市民への情報提供を行うなど、人権を「守る」施

策の展開を図ります。

地域総合センター（隣保館※）とは

　地域社会で福祉の充実や人権啓発と住民交流の拠点として、生活上の相談事業や人権課

題解決のための事業を総合的に行うコミュニティセンターのことです。

地域総合センター（隣保館※）での隣保事業※

　隣保事業※は社会福祉法第２条第３項第11号に、「隣保館等の施設を設け、無料又は低

額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上

を図るための各種の事業を行うものをいう」と定められています。

　さらなる事業の推進を図るため、「隣保館設置運営要綱」が平成14年から施行され、基

本事業を行うほか、地域の実情に応じて特別事業を行うものとされています。

　基本事業とは、⑴社会調査及び研究事業（地域住民の生活の実態を調査し、その生活向

上を図るために必要な事業を研究する事業）⑵相談事業（地域住民に対して、生活上の相

談、人権に関わる相談に応じて適切な助言指導を行う事業）⑶啓発及び広報活動事業　⑷

地域交流事業（地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーション、教養文化活動

等地域住民の交流を図る事業 ⑸周辺地域巡回事業 ⑹地域福祉事業です。特別事業は、⑴

隣保館デイサービス事業 ⑵地域交流促進事業 ⑶相談機能強化事業です。
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⑶　重視すべき視点

①あらゆる分野への人権尊重の視点の反映

　すべての市民の基本的人権は憲法第11条により保障されており、憲法第13条によ

り幸福追求の権利を有しています。市民の生命とくらしを守ることが、市の責務であ

り、あらゆる施策に人権尊重の視点を反映させていくとともに、職員一人ひとりの人

権意識を高めることが重要です。

②人権侵害や人権擁護を複合的な視点で捉えた取組の推進

　人権侵害を受けている人や困難を抱えている人は、さらに「被差別部落の出身であ

る」「女性である」「子どもである」「障がいがある」「高齢である」「外国人である」

などの理由が重なることで、より深刻な状況に陥りやすい傾向にあると考えられます。

このような場合には、一つの課題への対応だけでは根本的な解決に至らないことが予

想されるため、多面的、複合的に課題を捉え、取組を進めることが重要です。

③新たに生じる問題への迅速で柔軟な対応

　新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害のように新たな問題が突如現れた

り、従来からあった人権課題のありようが以前と違う形で新たに現れたりすることが

あります。このように、時代によって変化していく人権課題に対応することが重要 

です。
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⑷　４つの基本目標（めざす姿）

①豊かなつながりと人権感覚をはぐくむまちづくり

　「市民実態調査（2019年実施）」においては、およそ6割の人が「過去5年間人権

に関する講演会や研修会へ参加したことがない」と回答していましたが、大人になっ

ても人権について学び続けることは重要です。学びを通して、自己の権利や権利の行

使について認識を深め、権利の主体としての意識を持ち、差別をなくす主体となり得

るからです。

　インターネット上での差別書き込み、メディアによる差別記事、個人情報の流出、

新型コロナウイルス感染症に関連した人権侵害など、新たな問題も現れています。市

民一人ひとりが人権感覚を磨くため、生涯を通じて人権について学び続けられるまち

づくりをめざします。

②差別や偏見のない、包
ほうせつ

摂と多様性を尊重した共生のまちづくり

　多様性に富んだ社会ほど、人権意識が高まる傾向にあることが「市民実態調査

（2019年実施）」の結果から明らかになりました。湖南市には外国にルーツのある市

民も多く生活しています。多様な文化的背景のある市民との交流により地域社会が豊

かになる一方、習慣や文化の違いから摩擦が生じることもあります。また、障がいの

ある人、認知症の人、ひきこもりの人など、周囲の理解が不十分なために、一層の生

きづらさを感じている人がいます。その人が持つ特性を「多様な特性」として尊重し、

マイノリティ（少数派）である人々も一緒に活躍できる、多様性を生かした共生のま

ちづくりをめざします。

③協働による人権尊重のまちづくり

　子どもや女性、高齢者などへの虐待の通報件数が増えています。被害者の発見や支

援については、学校・園、民生委員・児童委員、人権擁護委員、関係機関等の協力に

より進めていますが、地域コミュニティによる協働、広域での連携・協力の充実が必

要です。市と市民が相互に関係を構築し、地域コミュニティ、学校・園、企業・事業

所、NPOなどと交流の機会を増やし、誰もが参画できるような人権尊重のまちづく

りをめざします。
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④誰一人取り残さないまちづくり

　困りごと、悩みを抱える人は、複数の課題を抱えている場合も多く、相談は複雑化・

多様化しています。市行政、関係機関との連携の強化、職員のスキルアップとともに、

既存の制度を活用して支援できるような専門性のある人材を育成するなどして、市民

が安心して相談・支援を受けられる体制を整えます。支援を必要とする人が、支援か

らもれることのない、誰もが住み慣れた地域で健康で過ごせる、人にやさしいまちづ

くりをめざします。

みくも地域人権福祉市民交流センターでの

みくも部落解放文化のつどい　じんけんのまつり

人権擁護委員による「人権なんでも相談」
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４．重点施策と取組の方向

⑴　人権教育の推進

【現状と課題】

　人権教育とは、「人権尊重の精神の涵
かんよう

養を目的とする教育活動」を意味し（人権教

育及び人権啓発の推進に関する法律第２条）、「国民が、その発達段階に応じ、人権尊

重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」にすることを旨と

しており（同法第３条）、日本国憲法をはじめとするさまざまな法律や条約等の精神

に則
のっと

り、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付くよう、学校教育および社会教育を

通じて推進されるものです。

就学前教育・学校教育

　就学前教育・学校教育については、自ら学び自ら考える力や豊かな人間性などを培
つちか

う教育活動全体を通じ、幼児・児童・生徒・学生の発達段階に応じて、人権尊重の意

識を高める教育を行っていくこととなります。

　湖南市では、「湖南市学校・園人権教育基底プラン」（以下「基底プラン」という。）

に基づき、中学校区ごとに園、小中学校、県立学校との連携を図りながら子どもの実

態に合った人権保育、人権教育に取り組んでいます。課題解決型への授業改善、子ど

もが主体となる学びを進めてきた結果、小中学生の自尊感情は高まりつつあります。

　しかし一方で、自尊感情が低い児童生徒も見られ、その背景にはいじめや虐待、生

活習慣の乱れや家庭学習の未定着による学力不足などがあると考えられます。また、

家族の介護や世話をしているヤングケアラー※と呼ばれる子どもも含め家庭環境や貧

困により、学習や余暇の時間がなく将来に夢が持ちにくい子どももいます。このよう

な子どもをめぐるさまざまな課題（虐待、育児放棄、過保護、放任、不登校、いじめ、

差別発言など）は、社会のなかで多様化・複雑化して現れる人権上の課題の縮図とも

言えます。したがって、これまで以上に学校・園と地域の連携によって、学校だけで

なく地域全体で子どもを育んでいく必要があります。
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社会教育

　社会教育については、地域、家庭、職域その他のさまざまな場において、生涯学習

の視点に立ち、幼児から高齢者に至るそれぞれのライフステージに応じた多様な教育

活動を展開することで、人権尊重の意識を高めていくことが必要です。

　湖南市では、人権まちづくり会議で社会教育団体、PTA、スポーツ少年団などさま

ざまな団体が連携しながら、あらゆる差別の撤廃に向けて自主的な取組を進めてきま

した。取組を継続することで、さまざまな人が人権を大切にしたまちづくりに携わる

ことができています。若年層や外国人市民などは、区・自治会などに所属していない

市民が少なくありません。こうした市民とどうつながっていくかが課題です。

　また、市民対象の人権教育活動として人権まちづくり懇談会を区・自治会ごとに開

催し、人権のさまざまなテーマについて語り合う場として定着してきています。今後

も、より多くの市民が参加できるような工夫が必要です。

　また、人権学習の機会として、「出合い・気づき・発見講座」や「豊かなつながり

創造講座」等を開催しています。取組を継続するとともに市民の参加を促す工夫が必

要です。

　今、社会状況の急激な変化により、さまざまな人権課題が生まれています。より多

くの市民がこれらの課題について関心を持ち、正しく対応する力をつけることが求め

られます。

【取組の方向】

　人権教育は生涯を通して必要なものです。就学前、学校教育、社会教育、企業・事

業所などそれぞれの場にあった人権教育を実施していく必要があります。

　園や学校において、子どもたちの自尊感情を育み、互いの個性を認め合い尊重し合

う意識や態度の醸
じょうせい

成をめざし、発達段階に応じた人権教育を実施していきます。

　また、社会教育としては、人権に関する多様な学習機会を設けるなど市民や企業・

事業所などの学習、研修等を支援するとともに交流機会の創出に努めます。

　人権教育を通じて、部落差別や女性差別、障がい者差別などさまざまな差別への学

びとともに、日常に潜むマイクロアグレッション（ごくささいな見下しや侮蔑、否定

的な態度）やアンコンシャスバイアス（無意識の偏見・差別）への気づきを促してい

くことも必要です。
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①園・学校における人権教育の推進

（ア）人権尊重の園・学校づくりを担う保育士・教職員の指導力の向上

● 各園・学校が人権の視点に立った保育・教育指導や学校運営に努めるとともに、研

修などを通じて保育士・教職員の資質向上を図り、人権尊重の理念などについての

十分な認識や指導力を持った人材の育成に努めます。

● 保育士・教職員自身が子どもの人権を侵害することのないよう保育士・教職員への

指導・対応を図ります。

● 園・学校、地域総合センター、地域住民、保護者との連携によって、子どもの教育

課題を明らかにする取組を充実します。

（イ）差別解消に向けた行動につなげる、発達段階に応じた教育の充実

● 園においては、人間形成の基礎が培
つちか

われる極めて大切な時期であることを踏まえ、

遊びを通して人の喜びや悲しみを体験的に感じとったり、身近な動植物と触れ合う

なかで生命の大切さに気づかせるなど、人権尊重の精神の芽生えが感性として息づ

くような取組を進めます。

● 小中学校においては、児童生徒の発達段階に即しながら、学校生活全般のなかで、

生命を大切にし、自他の人格を尊重し、互いの個性を認め合うなどさまざまな人と

共に生きることの喜びと、公正さを重んじる態度など、よりよい社会づくりに貢献

できる、人権感覚の鋭い人間性を育む取組を進めます。

● 被差別部落出身者、高齢者、障がいのある人、外国人などさまざまな人権課題につ

いての正しい理解・認識を培
つちか

うため、家庭・地域と連携しながら学校・園における

人権教育・保育を推進します。

●学校・地域社会の実態に即した基底プランについて検証し、実践していきます。

● 湖南市人権教育基本方針および湖南市同和教育基本方針により、就学前教育、学校

教育、社会教育など、あらゆる教育の場において人権教育を推進していきます。

（ウ）子どもの育ちと進路を保障する取組の充実

● よりよい生活習慣を身につけ、確かな学力を育み、自主・自立の精神と社会性を養

い、生涯にわたり自己実現を図ることができるよう進路指導の充実を図ります。

●経済的理由により進学を断念することのないよう、奨学金制度の活用を推進します。
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● 学校、家庭、地域社会、地域総合センターなどが連絡を密にし、不登校、中途退学

の未然防止につながるように、継続的に支援します。

● 不登校、中途退学者に対しては、学校、家庭、地域社会、地域総合センターなどが

連携し、資格取得等再学習機会の提供や相談・指導体制の充実を図ります。

●卒業後の進路実態の把握と指導の充実を図ります。

（エ）保護者や地域との連携

● 豊かな人間性や社会性を育むためには学校・園、家庭、地域社会が情報の交流を積

極的に行い、一体となって取り組むことが大切です。市内４中学校区の人権教育ネッ

ト推進協議会を核として、学校・園、家庭、地域社会等の緊密な連携を図り、より

効果的な人権教育・保育を推進します。

● 家庭や地域に対し、人権問題に関する教育課題や情報を積極的に共有することで、

学校の取組に対する理解と協力を得ながら、開かれた教育活動を展開します。

●地域総合センターにおける子育て支援事業などへの参画を促します。

②生涯学習における人権教育の推進

（オ）あらゆる人権問題への気づきと理解を深める取組の推進

● 差別を見抜き、あらゆる人権課題と自分との関わりを考える人権学習の機会を提供

します。

● 市民が自発的学習意思に基づき、人権に関する学習ができるよう、社会教育施設や

地域総合センターを中心に書籍の配置や講座の開設など、人権に関する多様な学習

機会を提供します。

（カ）家庭や地域における市民の主体的な人権学習への支援

● 家庭や地域において主権者としての市民性を養い、社会参画と差別解消への取組を

進める主体者の育成に努めます。

● 保護者への学習機会を提供することで、教育の基礎となる家庭教育を支援します。

学習機会の提供にあたっては、学びの形・内容・方法を工夫します。

● 家庭や地域住民が、相互に信頼し尊敬し合い、人権意識に支えられた明るい家庭、

心の通い合う地域づくりを進められるよう交流機会の創出を図ります。

● 人権教育を推進する指導者の養成に努めます。
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【主な関係法令および計画】

・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律［平成12年（2000年）施行］

・人権教育・啓発に関する基本計画［平成14年（2002年）閣議決定］

・ 人権教育の指導方法等の在り方について［平成16年（2004年）第１次とりまとめ］

・あしたの隣保館検討委員会報告書［平成19年（2007年）報告］

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律［平成28年（2016年）施行］

・部落差別の解消の推進に関する法律［平成28年（2016年）施行］

・ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

［平成28年（2016年）施行］

・ アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

［令和元年（2019年）施行］

・滋賀県人権教育推進プラン［平成24年（2012年）改訂］

・第２期湖南市教育振興基本計画［令和２年（2020年）策定］

・湖南市学校・園人権教育基底プラン［平成29年（2017年）改訂］

・湖南市人権教育基本方針［平成18年（2006年）策定］

・湖南市同和教育基本方針［平成18年（2006年）策定］

・湖南市人権保育基本方針［平成21年（2009年）策定］

市内小中学校・県立学校児童生徒による人権標語ポスター展
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⑵　人権意識の普及

【現状と課題】

　人権啓発とは「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理

解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）」であり、（人

権教育及び人権啓発の推進に関する法律第２条）すべての国民に人権尊重とは何かを

正しく伝えるため、その理解に必要な最新の情報を提供していくことが求められてい

ます。

　部落差別をはじめとしてさまざまな差別によりもたらされた「生きづらさ」を誰に

も気づいてもらえず、その結果自ら命を絶ってしまったり、反社会的行為に及んでし

まったりすることが現実に起こっています。

　差別されている人の苦しみは、差別している人にはわからないといわれます。しか

し、差別している人もまた、なんらかの差別を受けていることが少なくありません。

そのはけ口として自分より弱い立場の人に差別が向けられることもあります。差別に

よる不安や恐れがさらなる差別を生み続けます。差別の連鎖を断ち切り、差別を生み

出さないためには、人権教育の推進が不可欠ですが、その重要性、喫緊性が社会的に

十分に共有されているとはいえません。

　湖南市では、市広報紙やホームページでの発信、啓発DVDや資料の貸出、関係団

体との連携による啓発パンフレットの作成、配布等により人権意識の普及に取り組ん

できました。また、事業所内公正採用選考・人権啓発推進班員が市内各企業を訪問し、

職場内におけるさまざまな人権課題に関する正しい理解と認識を深め、明るい職場づ

くりが推進されるよう啓発を進めています。

【取組の方向】

　人権に関わりの深い職業に従事する者（行政職員、教職員など）には、市民の人権

啓発、教育のよきリーダーとして、率先して人権について学び、市民に啓発する姿勢

が求められます。特にこれらの職員は突然の差別事象に遭遇した際にも正しい対応が

求められることから、差別事象対応マニュアルの確認やこれまでの差別事件を教訓と

した実践的な研修も必要です。あらゆる差別をなくすために、職員の研修に一層力を

注いでいくことが必要です。
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　人権教育の重要性と今ある人権課題、その解決のために国・県や市が取り組んでい

ることをより多くの市民に知ってもらうために、また、人権意識の醸
じょうせい

成に向けて広報

その他の啓発活動を推進していきます。

①啓発活動の推進

（キ）市民への人権意識の普及～正しい知識の普及と実践の促進、効果的な広報

● 広報紙やホームページ、SNS※等を活用し、市民に対する人権啓発を推進します。

また、やさしい日本語やピクトグラム※の使用、翻訳機等の機器の利用により、わ

かりやすい情報発信に努めます。

● 市民自らが人権問題を考えるきっかけの場となる講演会、講座、展示等を開催しま

す。

（ク ）企業・事業者・団体への人権意識の普及～社会的責任としての人権の尊重に向

けて

● 市内の企業・事業者が、自らの社会的責任で男女の均等待遇、ワーク・ライフ・（ケ

ア・）バランス※の推進、ハラスメント防止等に向け積極的、自主的に取り組むよ

う啓発を推進します。

● 出身地や居住地に対する社会的な偏見などの理由により、働く意欲のある人が就職

の機会を阻害されることがないよう、応募方法、選考方法について確認し、不適切

事項については関係機関と連携しながら継続的に指導・啓発します。

● 人権・福祉団体、市の財政援助団体などが、人権尊重の視点を持って活動できるよ

う啓発、支援に努めます。

（ケ）関係機関との連携

●関係機関等との連携により、より効果的な啓発活動に努めます。

②人権研修の充実と推進

（コ）人権尊重のまちづくりを担う職員の育成～職員の人権意識の醸
じょうせい

成

● 行政職員、教職員などが、人権尊重の理念に基づき日常の職務を遂行できるよう、

また、市民に啓発していけるよう、研修内容の充実に努めるとともに、県や他団体、
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人権関係団体が行う各種研修や学習機会への参加を促進します。

●差別事象対応マニュアルの確認など職員の研修に一層力を注ぎます。

● それぞれの職場で行われる研修が充実したものとなるよう、指導・助言を行うとと

もに、必要な教材や情報の提供等の支援を行います。

（サ）企業・事業者・団体への支援～主体的な学習に向けて

● 企業・事業所・団体等における人権教育を推進するため、人権啓発・研修に関する

資料提供や、教材の貸出、講師の紹介など積極的な支援に努めるとともに、動機づ

けや意識の向上につながる工夫に努めます。

●企業・事業所内で自主的な取組ができる推進体制の充実に努めます。

● 地域のまちづくりのなかで、人権学習の場づくりや活動推進のリーダーの育成に努

めます。

【主な関係法令および計画】

・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律［平成12年（2000年）施行］

・人権教育・啓発に関する基本計画［平成14年（2002年）閣議決定］

豊かなつながり創造講座
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⑶　連携・協働による取組の推進

【現状と課題】

　人権尊重の社会づくりには、企業・事業所や区・自治会・NPO等による人権の視

点を持った自主的・主体的な活動、さらには市民一人ひとりの行動が不可欠です。

　湖南市では、行政情報の提供、政策立案過程における市民の参加などを積極的に進

めています。各区では人権まちづくり懇談会が、市職員と連携しながら人権まちづく

り推進員の企画運営により進められているほか、地域まちづくり協議会では、地域の

ニーズの掘り起こしなど自発的な活動が進められています。また、子育て、文化活動

など目的に応じた市民活動団体でも、さまざまな視点から柔軟な取組がなされていま

す。

　人権問題解決に向けた市民活動をさらに活性化させるために、ネットワークを強化

していくことも大切です。

【取組の方向】

　基本理念の「市民一人ひとりが人権感覚を高め、お互いを認め合う人権尊重のまち

づくり」の実現には、人権に関わる活動に市民や事業者の参加を促進していくことが

必要です。人権施策の企画・実施、評価への市民参加を一層進めるとともに、市民や

地域まちづくり協議会、市民活動団体等と協働して人権施策を推進していきます。

　また、さまざまな主体の取組が人権に配慮して行われ、主体的に人権尊重の取組が

行われるよう、支援の充実、事業者や関係団体との連携強化に努めます。

①市民、事業者の参加の促進

（シ）市民参加の促進～市政への参画、事業への参加、調査への協力

● 人権施策の企画立案、実施、評価のあらゆる段階へ、多様な市民の参加が促進され

るよう条件の整備に努めます。

● 人権施策の総合的な推進を図るための調査を適宜実施するとともに、結果について

周知を図ります。
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（ス）事業者の参加の促進

● 企業・事業所が地域社会の一員として、地域・学校等と密着したさまざまな社会貢

献活動を推進するための支援とともに、企業・事業所のネットワークづくりの推進

に努めます。

②関係団体、関係機関との連携・協働の促進

（セ）市民活動における人権の視点の醸
じょうせい

成と連携・協働の推進

● 区・自治会や地域まちづくり協議会などを中心に、各種団体が人権尊重という視点

で連携を図り、さまざまな立場からのまちづくりが推進されるよう努めます。

● 市民活動のグループが、人権の視点を持ち、人権に配慮した活動を行うことができ

るよう、学習機会の提供等の支援を行い、連携・協働の推進に努めます。

（ソ）関係団体、関係機関との連携の強化

● 行政、関係機関等との連携を強化し、市民一人ひとりの暮らしやニーズに対応した

幅広く、きめ細かいサービスの提供に取り組みます。

● 人権に関わる団体等とのネットワークを構築し、情報の共有化、啓発事業の共同開

催などを進めます。

（タ）関係団体への支援

● あらゆる人権問題解決のための地域活動に取り組んでいる団体や、これから取り組

もうとする団体などの育成と、その活動に対する支援を行います。

【主な関係法令および計画】

・社会福祉事業法［昭和26年（1951年）施行］

・ 社会福祉法［平成12年（2000年）社会福祉事業法から改名・令和３年（2021年）

改正］

・湖南市第三次地域福祉計画［平成29年（2017年）策定］
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⑷　地域福祉の取組の推進

【現状と課題】

　平成30年（2018年）４月施行の改正社会福祉法では、地域住民が参画して地域で

の支え合い活動を強化し地域共生社会をめざすという方針が示されました。

　少子高齢化、人口減少、世帯の小規模化、一人ひとりの価値観や生活様式の多様化

など社会環境の変化により、人と人とのつながりが希薄化し、家庭や地域で支え合う

力が弱まりつつあります。一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加、ひきこもり

や子育て家庭の孤立、虐待、経済的に困窮している世帯の増加、自殺など、福祉ニー

ズが多様化・複雑化していることから、従来の高齢者や子育て、障がいのある人といっ

た分野ごとの「縦割り」で整備されてきた公的サービスだけでは対応が難しくなって

きています。そこで、公的サービスを基本としながら、地域住民や地域の多様な人・

団体・機関が、誰もが役割を持ち活躍し、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを

共につくり、高め合うことができる「地域共生社会」の実現が求められています。

　湖南市では、福祉先進の地として、障がい児・者や高齢者のための各種福祉施設が

多く存在し、さまざまな福祉施策に取り組んでいるところですが、地域のつながりが

希薄化するなかで、地域の困りごとを誰もが「我が事」と捉え、困りごとを抱える人

が地域で安心して生活できる環境を整えることが課題となっています。さらなる地域

福祉を推進するため、「湖南市地域福祉計画」に掲げる地域での支え合い活動を推進し、

今後も市民が支え合い、個性や違いを認め合いながら地域社会に参加できるよう、見

守りや支援ができる地域のネットワーク体制の整備、気軽に集える場づくり、学習や

交流の場づくりが必要です。

【取組の方向】

　誰もが、人としての尊厳を願い、生まれてきた生きがいを求めています。たとえば、

子ども、障がいのある人、外国人など社会的弱者とされる人が、支援を受けるだけで

なく機会と支援さえあれば地域活動などで力を発揮できる人材となることができま

す。地域社会から疎外感を感じ、孤立してしまっている人や、苦しさを隠しSOS（助

けて）を発信することができない人が、心を開き、地域に参加していくきっかけとな

る地道な取組が必要です。誰もが参加しやすい地域住民の交流と対話の場を市民との

協働により推進します。
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　また、新型コロナウイルス感染症の影響によってより明らかになったように、生活

困窮者が自立して自らの生活基盤を確立するまでの長期的な支援体制づくりが急務で

す。

①市民の社会参加への支援の促進

（チ）文化活動や地域活動などへの参加の支援

● 性別、年齢、障がいの有無や言語の違い等にかかわらず、すべての市民が社会を構

成する一員として意見を表明し、活動に参加できるよう、情報格差の解消や手話通

訳や音声通訳などのコミュニケーション支援に努めます。

（ツ）就労支援

● 求職者のニーズにあった職業訓練枠を拡大するなど職業能力開発の機会確保に取り

組むとともに、雇用の促進・安定に努めます。

● 国・県の職業安定機関と連携しながら、就労相談員などを配置し、就労が継続でき

るようサポートをしたり、就労相談や職業能力の開発を促進したりすることで、計

画的、効果的な雇用・就労の支援を推進します。

● 就職困難者※等に対する就職差別をなくすための啓発、部落差別問題や人権問題な

どに関する研修を実施し、湖南市企業・事業所人権啓発推進協議会や商工会と連携

するなどして、企業・事業所の理解促進に努めます。

②人にやさしいまちづくりに向けた取組の推進

（テ）交流の機会と場の提供

● 一人ひとりができる役割の大切さを学ぶ場づくりや、役割再発見の実践および体験

への支援に取り組みます。

● 地域に暮らすさまざまな人が、色々な趣味や得意分野を生かして、住みよい地域づ

くりに貢献できるよう、活躍の場やそのきっかけづくりに取り組みます。

● 誰もができる応援の輪を広げられるよう、ボランティア参加の促進、コーディネー

トに努めます。
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（ト）共に暮らす地域づくり

● 住宅、道路、公園等については、良好な住環境の維持・保全・運営を図りながら、

市全体の視点に立ったバランスの良い公共事業を推進します。

● 多様な市民が共に生き、心豊かに暮らすために、年齢、性別、国籍、障がいに対す

る偏見や差別が解消されるよう、心のバリアフリーを推進します。

（ナ）バリアフリー環境の整備

● 誰もが、住み慣れた地域で安全・快適に生活できるように、ユニバーサルデザイ 

ン※に配慮した、人にやさしいまちづくりを推進します。

● 交通事故や犯罪、災害などから身を守るうえで、子どもや要援護者など社会的に弱

い立場の人が、危険にさらされ取り残されることのないよう、安心・安全のまちづ

くりに取り組みます。

（ニ）健康づくりの推進と福祉の充実

● 個々のライフステージにおける生活の質がさらに向上するための支援に取り組みま

す。

● 市民の健康維持・増進のための一次予防、早期発見・早期治療としての二次予防、

重症化予防としての三次予防の強化に重点を置いた対策を推進します。

● 市民の主体性を重視し、市民自身の生活習慣改善能力を高めるような支援と、市民

が自己の健康リスクに気づき主体的に健康づくりを継続していけるような支援体制

づくり、環境整備をめざします。

● 行政機関を中心に、医療機関や関係団体、学校、企業・事業所、区・自治会組織等

さまざまな団体との協働による効果的な保健施策の展開を図ります。

● 支援を必要とする人が、住み慣れた地域でできる限り自立した生活を続けることが

できるよう、福祉・介護サービスの充実に努めるとともに必要な時に必要なサービ

スが受けられるよう支援体制の構築に努めます。
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【主な関係法令および計画】

・社会福祉事業法［昭和26年（1951年）施行］

・ 社会福祉法［平成12年（2000年）社会福祉事業法から改名・令和３年（2021年）

改正］

・自殺対策基本法［平成18年（2006年）施行］

・ 生活困窮者自立支援法［平成27年（2015年）施行］

・ 社会的な援護を要する人々※に対する社会福祉のあり方に関する検討会報告書［平

成12年（2000年）報告］

・あしたの隣保館検討委員会報告書［平成19年（2007年）報告］

・これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書［平成20年（2008年）報告］

・湖南市第三次地域福祉計画［平成29年（2017年）策定］

・第三次湖南市地域福祉活動計画［平成29年（2017年）策定］

・ 健康こなん21計画【健康増進計画・食育推進計画（第２次）】［平成30年（2018

年）策定］

・湖南市自殺対策計画［平成31年（2019年）策定］

・第二次湖南市就労支援計画［平成23年（2011年）策定］

地域福祉を先取りしてきた隣保館※

　2000年12月に厚生省（当時）でまとめられた「社会的な援護を要する人々※に対する社

会福祉のあり方に関する検討会報告書」で、社会的に弱い立場にある人々などすべての人

を地域社会で受け入れ、共に生きていくソーシャルインクルージョン（社会的包摂）の理

念が提唱されました。また、2008年「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」

では、「地域における新たな支え合いを求めて、住民と行政の協働による新しい福祉」が

求められていると提唱されました。この内容は、これまで隣保館※が地域ですでに実施し

てきた事業そのものです。地域での総合的な相談窓口、訪問による相談・伴走型支援、多

様な機関との連携など、隣保館※のこれまでの活動は、今後、地域福祉の取組で重要な地

域のつながりの再構築である「福祉のまちづくり」のモデル的要素を持つものといえます。

今後は、隣保館※がすすめてきた地域福祉の具体的な展開を、より広い地域社会ですすめ

ていくことが求められています。
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⑸　相談・救済・支援の充実

【現状と課題】

　社会や経済が不安定になると、弱い立場にいる人ほど影響を受けやすく、貧困や孤

立、自殺などのリスクが高まる傾向があります。また近年は、部落差別、外国人差別、

障がい者差別、虐待、いじめ、DV、ハラスメント、ストーカーなど人権に関わる相

談が多様化しており、一人で複数の課題を抱えているケースも少なくありません。被

害者の状況を適切に把握して支援につなげる必要があります。相談者や世帯での困り

ごとは複合化しており、「8050問題」といわれるような問題も目立ち始めています。

　支援が必要な人々が多いにもかかわらず、湖南市で実施している「女性の悩み相

談」、人権擁護委員による「人権なんでも相談」を利用する人は、それほど多くはあ

りません。相談窓口の周知や誰もが利用しやすい相談窓口の設置とともに、関係機関・

団体との連携強化、相談に関わる職員のスキルアップが必要です。

　さらに、人権侵害の被害者の援助に関する仕組みとしての人権救済の法整備が進ん

でいない状況があります。法的措置を含め、実効性のある救済制度の早期確立を広域

団体と連携し今後も国に求めていく必要があります。　

【取組の方向】

　市民の立場にたった相談業務ができるよう専門的な知識や技能の習得など相談員の

スキルアップに努めます。また、市の担当職員や地域総合センター、民生委員などが、

相談機関とのネットワークづくりを進め、地域住民の困難な状況の早期発見と分析を

行うとともに、相談者と窓口をつなぐ橋渡しの役割を担い、課題解決とその後のフォ

ローなど伴走型の支援を継続していくことが必要です。課題を抱える人々は自ら相談

場所へ行くことは困難であることも多く、相談業務の場所や日時の周知とともに、地

域への巡回や相談に出向くアウトリーチ※活動なども必要です。

　相談者自身が自己の権利を認識し、問題解決に立ち向かう力を持てるよう、また自

立して社会生活を営むことができるように支援を進めます。

①人権侵害の発見や防止体制の確立

（ヌ）人権侵害を見過ごさない意識の高揚

● 職員が高い人権意識を持ち、市民対応や共生のまちづくりを行うことができるよう、
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職員を対象とした人権研修を実施し、それぞれの部署における市民サービスへ還元

します。また、福祉、教育等に関わる職員等に対しては、専門性や人権侵害事象へ

の対処能力を高めるための研修を実施します。

（ネ）対応体制の整備～的確な対応に向けて

● 市民が戸惑うことなく速やかに相談できるよう、相談・支援に関する制度や、各種

相談・支援機関の情報を積極的に発信します。

②相談・救済・支援体制の充実

（ノ）相談体制の充実～気軽に安心して相談できる体制づくり

● 人権に関するさまざまな相談について、迅速かつ的確に対応できるように、各相談

員や関係職員がそれぞれの職務に応じ、各種研修に積極的に参加し、スキルアップ

に努めます。

● 行政、関係機関・団体の連携によって、誰もがいつでも利用しやすい、市民の立場

にたった人権相談窓口と相談体制の充実を図ります。

（ハ）支援体制の充実～日常生活や社会的・経済的自立支援に向けて

● 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（生存権）を保障し、日常生活上の自立

をはじめ社会的な自立や経済的な自立の支援を図ります。また、個別の必要に応じ

た支援ができるよう、関係機関等と連携しながら総合的・重層的な支援を行います。

● 第２種社会福祉事業※を行う地域総合センターの機能を十分発揮し、より多くの市

民が積極的に活用できるよう努めます。

③関係機関・団体等とのネットワーク化

（ヒ）関係機関・団体等との連携

● 多様化・複雑化する人権問題を、個別機関の相談・支援だけで完結させることは困

難であるため、制度整備も含めて、国、県、関係機関・団体などと連携・協力を図

ります。
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５．主な人権課題への分野別施策

⑴　部落差別

【現状と課題】

　国は、日本国民の一部の人が、部落差別によって長い間、経済的、社会的、文化的

に低い状態に置かれることを強いられ、基本的人権が侵害されている問題を同和問題

とし、もっとも深刻にして重大な社会問題であるとして、地方公共団体と一体となっ

て、33年間にわたり特別措置法に基づく地域改善対策をはじめ、同和問題解消に向

けた取組を行ってきました。その結果、生活環境をはじめさまざまな面で存在してい

た格差が大きく改善されるとともに、差別意識の解消に向けた教育および啓発も着実

に積み上げられてきました。

　しかしながら、忌避意識※による結婚差別などの心理的差別や生活実態に現れてい

る実態的差別が依然として存在しています。インターネット上では部落差別情報が拡

散されるといった深刻な状況も見られます。

　このような状況を踏まえ、平成28年（2016年）に「部落差別解消推進法」が施行

されました。この法律は、部落差別は許されないものであり解消することが重要な課

題であるとして、「相談体制の充実」「教育啓発の推進」「部落差別の実態の把握」等

を定め、部落差別の解消を推進し差別のない社会を実現するとしています。

　「部落差別解消推進法」第６条を踏まえて実施された「部落差別の実態に係る調査

結果報告書」（令和２年（2020年）法務省）において、「部落差別が不当な差別である」

ことを知っていると答えた人が85.8％に達しているものの、交際相手や結婚相手が

被差別部落出身者であるか気にならないと回答した人は57.7％に留まり、15.8％は

「気になる」、25・4％は「わからない」と回答しています。部落差別は「不当な差別」

と知っているが、関係性が近くなると気にするという「本音と建て前」があることが

調査結果から明らかになっており、これこそが部落差別解消を困難にさせている差別

の根っこだといえます。

　また、滋賀県による「平成28年度人権に関する県民意識調査」（以下「県民意識調

査」という。）などから、「同和問題（部落差別）は教えずにそっとしておけばなくな

る」という考え方が広くあることがわかっています。部落差別は、生活のなかで身近

な人から口伝えされていることが明らかになっており、差別をなくすためには正しく
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理解をする教育・啓発の場が必要です。

　さらに、「部落に固まって住んでいるから差別されるのであり、部落の人は引っ越

しをして分散すればよい」という考え方も根強くあることが明らかになっています。

これは部落差別の責任を被差別部落住民に押しつける考え方であり、憲法によって保

障されている「居住移転の自由」を侵害する考え方です。差別の原因を捉え違ってお

り、部落差別の解決方法としては妥当ではありません。

　「市民実態調査（2019年実施）」では、「そっとしておけば、差別は自然になくな

ると思うか」という問いに対して、49.7％が「そう思わない」と回答したものの、「そ

う思う」との回答が34.7％あります。「県民意識調査」報告書では同様の問いに対して、

「そう思う」との回答は40.2％、「そう思わない」との回答が45.0％であり、湖南市

の方が「そう思わない」と回答した割合が高い状況です。しかし、学習が必要だと考

える人は約半数にとどまっていることから、学校教育を終えたあとも職場や地域での

研修への参加を促し、「学びなおし」を進める必要があります。

　就職差別解消に向けて、公正採用の取組はある程度浸透しており、出身地を尋ねる

などの悪質な事例は少なくなっています。高校生の就職については滋賀県進路保障推

進協議会で精査できていますが、大学生の就職についてはそうした制度がなく、企業

独自のエントリーシートに不適切な質問事項を書かされるケースもあり、課題が残っ

ています。

　湖南市においては、どこが同和地区であるかを確認する問い合わせ、差別的な落書

きや発言などの事象が発生しています。また、滋賀県人権センターで行っているモニ

タリングで、湖南市に関わる差別的な書き込みがインターネット上で散見されており、

削除要請の取組を行っています。

　部落差別問題の教育・啓発とともに、インターネットでの人権侵害に対する通報・

相談窓口の拡充、関係機関と連携したモニタリング等の対策強化など、部落差別解消

へのさらなる取組を進めます。また、これまで推進してきた、地域の人々がともに差

別について考え、活動できる組織づくりや広域での研究会、相談・交流事業の促進な

ど、今後も人とのつながりによる反差別への共感の広がりを大切にします。

- 30 -



【取組の方向】

１　人権・同和教育の推進

① 市民一人ひとりが自らの問題として部落差別に対する正しい理解と認識を持ち、差

別意識や偏見を解消することができるよう、学校教育および社会教育の場において、

人権尊重の教育を一層進め、人権意識の高揚を図ります。

② 人権関係団体等との連携により、学習教材や研修のあり方を検証・改善し、部落差

別をはじめとするあらゆる差別・偏見について自分との関わりを学び、権利擁護と

差別解消に向けた行動ができる主体性を育成します。

２　啓発の推進

① 部落差別を許さず、差別の解消に向けて進められてきた取組や取組を進めてきた

人々の生き方について学び、周知を図ります。

② 正しく知ることの重要性と差別の不合理性などについて、広報・ホームページなど

各種情報媒体を活用した啓発をはじめ、啓発パンフレットの配布と活用など啓発活

動に努めます。

③ 部落差別の解消に向けて取り組んでいる機関・関係団体との情報交換・共有を通し

て、市民の意識やニーズを把握し、各種講演会・研修会を企画・実施します。

④ 被差別の人々が発展させてきた日本の伝統芸能・工芸・産業・食文化などをはじ

め、市民のさまざまな文化の交流や周知を図り、相互の理解と親善を深める取組を

進めます。

⑤ 地域の団体をはじめ企業・事業所など、公共性が高い組織などに部落差別解消に向

けての研修の実施や参加を促し、人権意識の高揚を図ります。

⑥ 官公庁や企業・事業所などに対して不当な要求や不法な行為を行い、結果的に部落

差別問題の解決を妨げている「えせ同和行為※」に対する正しい認識と適切な対応

がなされるよう、啓発パンフレットなどを活用した啓発を行います。

３　支援の充実

① 被差別部落の現状やニーズの把握に努め、人権施策への反映と人権尊重のまちづく

りを進めます。

② 地域総合センターは、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点として、地域
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住民の自立支援を行うとともに、交流学習や各種相談事業・文化活動等、部落差別

解消にもつながる活動の充実を図ります。

③ 地域総合センターで培
つちか

ってきた住民支援の方策を活かし、支援を必要とするあらゆ

る市民の相談・訪問をはじめ、関係機関と連携した課題の解決を図ります。

④人権問題の相談窓口を充実させるとともに、その周知を強化していきます。

４　連携・協働による取組の推進

① 部落差別に関わる結婚・就職差別、インターネット上の差別に迅速に対応できるよ

う、国や地方自治体の機関ならびに関係機関・団体などと情報交換を行い、相互の

連携・協力を図ります。

② 地域総合センターを拠点に、被差別部落内外の市民が協力して自らのまちづくりを

進めていくための協働関係を構築し、周辺地域と一体となった差別のないまちづく

りを進めます。

③ 地域福祉の充実に向けて、地域総合センター・社会福祉協議会・地域包括支援セン

ターなどの福祉関係機関が連携した取組を進めます。

【主な関係法令および計画】

・同和対策審議会答申［昭和40年（1965年）］

・同和対策事業特別措置法［昭和44年（1969年）施行（10年時限法・３年延長）］

・地域改善対策特別措置法［昭和57年（1982年）施行（５年時限法）］

・ 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律［昭和62年

（1987年）施行（５年時限法、５年延長、一部５年再延長）］

・人権擁護施策推進法［平成８年（1996年）施行］

・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律［平成12年（2000年）施行］

・人権教育・啓発に関する基本計画［平成14年（2002年）閣議決定］

・部落差別の解消の推進に関する法律［平成28年（2016年）施行］

・湖南市同和教育基本方針［平成18年（2006年）策定］

・湖南市企業事業所同和・人権啓発基本方針［平成20年（2008年）策定］
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⑵　女性（男女共同参画）

【現状と課題】

　女性は、社会における固定的な性別役割分担、経済状況、DVなどの暴力、性に関

わる問題等において、社会的弱者となりやすい状況があります。特に、ひとり親世帯

のうち母子家庭の平均収入は平均世帯収入よりもかなり低い状況があり、女性の就

労・待遇の改善が大きな課題となっています。また、近年の女性就業率の上昇などに

より、共働き家庭などの児童数のさらなる増加が見込まれるなか、放課後の受け皿が

不足することにより、子どもが小学校に入学するとこれまで勤めてきた仕事を辞めざ

るを得ない状況となる、いわゆる「小１の壁」を打破するための支援が求められてい

ます。

　国は、平成11年（1999年）に「男女共同参画社会基本法」を制定するとともに、「男

女雇用機会均等法」「女性活躍推進法」等で雇用分野の施策を、「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律」等で女性への暴力防止に向けた施策を推進し

てきました。

　DV被害については、高齢女性からのDV相談が増加しているほか、障がいのある

人・外国人・男性が被害者となるケースや、交際している間柄のDV被害者など、そ

のありようは多様化しています。相談者一人が抱える問題が複合しており、DV被害

の情報を保護しながら必要な支援を行うためには、部署間の密な連携による支援およ

び安心して相談できる環境づくりを進めるとともに、相談窓口の周知を図る必要があ

ります。

　その他、ハラスメント関連の法整備が進められていますが、ハラスメントの相談窓

口を外部に設置している企業は少なく、被害があっても相談がしづらい状況であるた

め、市の窓口が第三者機関的な役割を担っている部分があります。また本人がハラス

メントに気づいていないことから、職場環境への悪影響が長引くケースも見られます。

啓発を通じて、ハラスメントへの早期対応、相談窓口の周知を促していく必要があり

ます。

　湖南市では、平成29年（2017年）３月に、男女共同参画計画と一体となる形で「女

性活躍推進計画」および「DV防止に関する市町計画」を策定し、施策を進めてきま

した。男女共同参画社会における共助の精神は、災害発生時においても、災害リスク

を軽減し、災害に強い社会を構築するために不可欠だとされています。
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【取組の方向】

１　女性に対する暴力の防止（DV防止法関連）

① 発達に応じて個人生活における健康・安全に関する理解を促すとともに、リプロダ

クティブ・ヘルス／ライツ※の概念の普及など、「私のからだは私のもの」である

ことについて理解を深める教育の推進に努めます。

② 家庭・地域・教育・働く場など、生活のあらゆる場面における女性等に対する暴力

（DVやハラスメント）の防止に向けた啓発活動を進めます。

③ DVやハラスメントの被害者が気軽に相談できるよう、相談窓口の周知と相談員の

スキルアップに努めます。

２　男女共同参画によるまちづくりの推進（男女共同参画社会基本法関連）

① 固定的性別役割分担意識の解消に向けて、市民や企業・事業所が男女共同参画社会

についての理解を深められるよう啓発を進めます。

②保育・学童保育の環境の整備・充実に取り組みます。

③ひとり親家庭に対する助成・就労支援等を通して経済的支援の充実に努めます。

④ 女性をはじめ多様な市民のまちづくりへの参画が進むよう、各団体等へ働きかける

とともに、女性のエンパワーメント※を図ります。

３　女性活躍の推進（女性活躍推進法関連）

① 誰もが性別にかかわらず、自分の能力を発揮して働くことができる社会づくりに向

け、ワーク・ライフ・（ケア・）バランス※推進を図ります。

② 企業や団体の気運醸
じょうせい

成や取組促進のため、啓発・情報提供に努めます。

【主な関係法令および計画】

・ 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）［昭和

60年（1985年）批准］

・ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機

会均等法）［昭和61年（1986年）施行・令和２年（2020年）改正］

・男女共同参画社会基本法［平成11年（1999年）施行］

・ストーカー行為等の規制等に関する法律［平成12年（2000年）施行］
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・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（改正育

児介護休業法）［平成24年（2012年）施行］

・ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法）［平成26

年（2014年）施行・令和元年（2019年）改正］

・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）［平成28年

（2016年）施行］

・政治分野における男女共同参画の推進に関する法律［平成30年（2018年）施行］

・ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律［令和３年（2021年）改正施行］

・湖南市男女共同参画アクション2017計画［平成29年（2017年）策定］

女性の悩み相談
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⑶　子ども

【現状と課題】

　核家族化の進展、地域におけるコミュニティの希薄化、児童虐待の顕
け ん ざ い か

在化、経済的

に困難な状況にある世帯における子どもたちへの貧困の連鎖など、子どもと家庭を取

り巻く環境は大きく変化しています。また、子どもへの犯罪、学校におけるいじめや

不登校、インターネット等での有害情報の氾濫、非正規雇用の増加や若年無業者、ひ

きこもり等、深刻な問題が起きています。

　国においては、「児童買春・児童ポルノ処罰法」「児童虐待防止法」「児童福祉法の

一部改正」などの法整備が進められてきました。令和２年（2020年）４月１日より

改正「児童虐待防止法」が施行され、体罰の全面的な禁止が定められたことにより、

しつけという理由の曖昧さがなくなりました。

　湖南市でも児童虐待に関する相談件数は年々増加傾向にあります。なかでも心理的

虐待が多く見受けられます。児童虐待の事案は家庭児童相談室を調整機関とし、園・

学校、滋賀県子ども家庭相談センター、民生委員・児童委員、警察など関係機関が連

携し、ケースに応じた支援を行っています。

　また、子ども一人ひとりが健やかに成長することができる社会を実現するため、子

ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的として、令和２年（2020年）に

「第２期湖南市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、社会状況の変化に対応しつ

つ、各計画と連携しながら、切れ目のない支援による子育て環境の充実をめざしてい

ます。特に、発達に支援が必要な子どもや、外国にルーツを持つ子どもをはじめ、子

育て支援のニーズが多様化しており、それぞれに丁寧に対応していく必要があること

から、子ども家庭総合センターを中学校区ごとに４箇所設置し、子育て相談が身近で

できるようになっています。さらに、必要に応じて訪問を行うなど、家庭児童相談室

と保健センター・発達支援室と連携して支援を行っています。

　湖南市で平成30年（2018年）に実施された「子ども・子育て支援事業に係る基礎

調査」結果より、子どもに関する施策として、「子どもを事故や犯罪の被害から守る

ための対策の推進」「子育てのための経済的支援の充実」「小児救急医療体制の充実」

が求められていることが明らかになっています。
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【取組の方向】

１　子どもの人権を尊重する意識啓発・学習

① 子どもの権利条約の理念と精神をもとにした子どもの権利、最善の利益の尊重につ

いて、啓発活動に取り組みます。

② 子ども自身が、自分が持つ権利について学び、周
まわ

りの人の権利も尊重することがで

きるよう、子どもの権利学習を推進します。

２　児童虐待防止

① 関係機関の連携による啓発活動、教職員や保育士などを対象とした研修の充実など、

総合的な虐待の予防対策を推進します。また、各種健診（検診）などの機会を活用

し、虐待の早期発見・早期対応を図ります。

②保護者等による虐待・体罰の未然防止に向けた啓発活動の充実を図ります。

③ 虐待を受けた子どものケアだけでなく、虐待をしている人が抱える困難にも向き合

い、子ども家庭総合センターなどの支援拠点を中心に関係機関の連携のもと、包括

的な支援と相談支援体制の充実を図ります。

３　いじめや不登校の対応

① 不登校からひきこもりにつながることが多いことから、不登校傾向の児童・生徒へ

の早期対応ができるよう、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー※

を活用した校内での教育相談機能の充実を図ります。

② 子どもの状況を見極め適切な対応ができるよう、学校・園内に対策委員会などの組

織を設置して取組を協議します。また、学校と教育行政機関の積極的な連携・協力

を進めます。

③ 子どもたちが安心して相談できる環境の確保に努めるとともに、子どもたち自身が

いじめは許されない行為だという認識を持つことができるよう、仲間づくり活動を

進めます。

４　子どもの活動・参画の保障

① 地域や社会教育団体と連携し、生活体験や自然体験などの活動を通して、子どもの

豊かな人間性や社会性を育みます。
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② 子ども会や児童館活動など、子どもたちが自主的・自発的に活動できる場や機会確

保に取り組みます。

③ 子どもが利用する施設において、子どもが運営の構成員として参加し、意見表明で

きるよう支援を進めます。

５　自尊感情の育成

① 子ども自身が自分の特性や置かれている状況について理解が深められるよう、学校

や支援機関での支援を行います。

② 子ども自身が課題に気づき、改善のための意思決定ができるよう、子ども自身との

関わりによる問題解決を推進します。

③ あらゆる活動を通して、他者への理解・共感を深めるとともに、一人ひとりが活躍

できる場面を設定し、達成感や成就感を持てるようにします。

６　子どもの貧困対策の推進

①教育の機会均等を保障するための施策の推進と周知を図ります。

② 貧困家庭が多いとされる外国人家庭やひとり親家庭の状況の把握に努め、適切な支

援につなげます。

③ 貧困の連鎖を断ち切るため、保護者の就労と生活の安定に向け、一人ひとりに寄り

添った相談・支援を行います。

④食事を通じて子どもと地域がつながる居場所づくりに努めます。

７　ひとり親家庭への支援

① 子育てと仕事などの両立や安定的な就労と自立を図るため、生活支援および就労支

援を推進します。

②ひとり親家庭への支援制度の周知に努め、利用促進を図ります。
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【主な関係法令および計画】

・児童福祉法［昭和23年（1948年）施行・令和２年（2020年）改正］

・児童憲章［昭和26年（1951年）制定］

・子どもの権利条約［平成元年（1989年）国連採択・平成６年（1994年）批准］

・ 児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法

律［平成11年（1999年）施行・平成26年（2014年）改正］

・ 児童虐待の防止等に関する法律［平成12年（2000年）施行・令和２年（2020年）

改正］

・ 子ども・若者育成支援推進法［平成22年（2010年）施行・平成28年（2016年） 

改正］

・いじめ防止対策推進法［平成25年（2013年）施行・令和２年（2020年）改正］

・ 子どもの貧困対策の推進に関する法律［平成26年（2014年）施行・令和元年

（2019年）改正］

・子ども・子育て支援法［平成27年（2015年）施行・令和２年（2020年）改正］

・子供の貧困対策に関する大綱［令和元年（2019年）閣議決定］

・滋賀県子ども条例［平成18年（2006年）施行］

・淡海子ども・若者プラン［令和２年（2020年）策定］

・滋賀県市町向けの子ども虐待対応マニュアル［令和２年（2020年）改定］

・第２期湖南市子ども・子育て支援事業計画［令和２年（2020年）策定］
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⑷　高齢者

【現状と課題】

　わが国では、令和２年（2020年）現在、人口の28.6％が65歳以上の高齢者で、

４人に１人が高齢者となっています。一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯の増加、日

中独居となる高齢者の増加など高齢者を取り巻く生活環境は大きく変化しています。

さらに地域における交流の減少等により地域社会の機能が低下し、高齢者が孤立して

しまう現状があります。

　「人生100年時代」の到来といわれる現在、健康寿命の延伸により、就労・生涯学習・

地域への参画等さまざまな分野で高齢者の活躍が期待されています。今後は、高齢者

を含むあらゆる市民が役割を持ち、一人ひとりの多様性を尊重し、助け合い、支え合

いながら暮らす社会の実現が望まれています。

　しかし、湖南市でも高齢者への虐待の通報件数、認知症の相談件数が近年増加して

います。虐待に気づく周囲の意識を向上させ、地域で見守りをすることで虐待防止に

つなげる必要があります。介護者の不安やストレスを減らすことも虐待防止のために

は必要ですが、介護サービスを活用することに抵抗があり、家族がサービス利用をた

めらうケースもあります。また、認知症になっても地域で暮らし続けたいという本人

や家族の思いに、周囲の理解が追いついていない部分もあります。啓発により認知症

への理解を深め、高齢者やその家族が安心して過ごせる地域づくりを進めることが必

要です。

　湖南市では、令和２年（2020年）３月末時点で人口の24.1％が高齢者で、令和

22年（2040年）には32.3％に達すると予測されます。特に75歳以上高齢者の割合

が上昇しています。このようなことから、令和3年（2021年）に「第８期湖南市高

齢者福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、「高齢者がいきいきと自分らしく、住

み慣れた地域で安心して暮らせるまち湖南市」を基本理念に、高齢者が住み慣れた地

域で心豊かに健やかに暮らし続けられるよう取組を進めています。
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【取組の方向】

1　自立・生きがいづくりへの支援

① 高齢者一人ひとりが仕事や趣味等の生きがいを持ち、自分らしく暮らすことができ

るよう、就労や社会活動等の機会や場所の提供に努めます。

② 高齢者の自己決定権を尊重し、自立した生活を営むことができるよう、なるべく要

介護状態にならず自立した生活を送るための自立支援の取組、介護度の重度化防止

に向けた取組を推進します。

③ 年齢等にかかわらず個人の能力に応じた働き方を実現し、高齢者が生活を維持して

いくための収入を確保するため、企業・事業所に対し多様な働き方についての啓発

を推進します。

２　高齢者虐待防止

① 市民に対して、高齢者虐待防止や認知症、介護サービスについての正しい知識の普

及啓発を推進します。

② 虐待の早期発見に向けて、介護サービスに関わる職員等の資質向上を図るとともに

情報共有に努めます。

③家族の介護負担を軽減するよう、サービスの適正な利用を促進します。

④権利擁護、成年後見制度※に関する情報提供と相談体制の充実を図ります。

３　高齢者にやさしいまちづくりの推進

① 住み慣れた地域の中で、安全で快適に生活できるよう、ユニバーサルデザイン※に

配慮したまちづくりを推進します。

② 地域包括ケアシステムの機能強化、体制充実を図ります。また、医療と介護の連携

推進により、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築に取り組みます。

③ 専門職による介護サービス提供に加えて、地域での多様な担い手との連携により、

地域の特徴に応じた介護予防・生活支援サービスを推進します。

④災害時の支援体制の強化を図ります。
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【主な関係法令および計画】

・老人福祉法［昭和38年（1963年）施行］

・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律［昭和46年（1971年）施行］

・高齢社会対策基本法［平成７年（1995年）施行・平成11年（1999年）改正］

・介護保険法［平成12年（2000年）施行・令和３年（2021年）改正］

・ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律［平成18年

（2006年）・平成30年（2018年）改正］

・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律［平成18年（2006年）施

行・令和３年（2021年）改正］

・第8期湖南市高齢者福祉計画・介護保険事業計画［令和３年（2021年）策定］

地域総合センターでの講座
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⑸　障がいのある人

【現状と課題】

　障がいのある人も・ない人も平等に、基本的人権を持った一人の個人として、その

尊厳が大切にされ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を持っています。そ

のことが実現されるためには、市民一人ひとりの意識と行動において、人権の尊重を

徹底し、障がいのある人が置かれている現状を理解し、皆が同じ権利を享
きょうじゅ

受すること

ができるように努めていくことが必要です。

　障がいのある人に対する施策は福祉サービスをはじめ、徐々に整いつつあるものの、

それぞれの人が望む暮らしが実現するには、まだ多くの課題が残されています。グルー

プホームなど地域における住まいの確保、一般企業における障がいのある人の雇用へ

の理解や受け入れの環境整備、就労支援事業所などの就労の場の確保、地域における

余暇活動の充実に向けた人材や活動の場の確保、ユニバーサルデザイン※のまちづく

りや障がいに対する理解の促進など、各分野にわたる幅広い取組を一層進めていく必

要があります。

　平成28年（2016年）には「障害者差別解消法」が施行され、平成31年（2019年）

４月には県の「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」が施行されました。こ

のことを広く周知・広報していくことが必要です。

　湖南市では令和３年（2021年）に「第三次湖南市障がい者の支援に関する基本計

画みんなでとりくむつばさプラン」を策定し、施策の展開を図っています。また、全

国に先駆けて「発達支援システム」をつくり上げ、発達に支援の必要な人に対し、乳

幼児から学齢期・就労期までのライフステージに応じた切れ目のない支援体制を構築

しています。今後も「一人ひとりが自分らしくともに生きるまち　湖南市」を基本理

念に、各事業者・福祉・保健・教育・労働等の関係機関が連携するとともに、市民と

の協働の取組のなかで、自立と共生の地域社会の実現をめざしていきます。

【取組の方向】

１　障がいに対する理解の促進

① ノーマライゼーション※の理念と障がいに対する正しい知識の普及・啓発に努める

とともに、関係法の周知と合理的配慮※の提供に取り組みます。

② 障がいのある人とない人との自然な交流を促進するため、障がいのある人が参加し
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やすい環境づくり等について、地域への働きかけを行います。また、当事者団体の

活動や団体間の連携に対して、活動を促進するための支援を行います。

③ 障がいのある人が、まちづくりや施策等への意見反映や検討の場に参加しやすい工

夫を行います。

２　雇用・就労の推進

① 福祉サービスの充実や、雇用環境の整備に向けた企業啓発や新たな取組への支援等

を通じて、障がいのある人の、その人らしい就労を促進します。

② 障がい者就労施設等へ通所する障がいのある人への訓練機会の提供と、経済面の自

立を図るため、施設等へ業務の委託や物品の発注に努めます。

③ 障がいのある人が安定して働き続けられるよう、就労後に相談できる環境づくりな

どの継続的な就労支援体制を構築するとともに、安定した生活の実現を支援します。

３　社会参加の促進

① スポーツ活動やレクリエーション活動によって、障がいのある人の健康づくりや生

きがいづくりを支援します。

② 社会参加の機会の確保・活動の周知・移動支援も含めた参加しやすい環境整備に取

り組みます。

③ 障がいの特性に応じて、気軽に過ごせる居場所づくりや、参加しやすいきっかけづ

くりについて検討します。

④ 意思疎通のしづらさのある人の地域生活を支援するため、障がい特性を踏まえたコ

ミュニケーション支援を充実させます。また、地域交流できる環境づくりと、近隣

の地域住民の理解を促進します。

４　福祉サービスの充実

① 障がいのある人が、住み慣れた地域での生活を継続できるよう住まいの確保を促進

するとともに、「親亡き後」の暮らしへの移行も視野に入れた住まい環境の整備を

促進します。

② 各種手当や年金、助成等について、障害者手帳交付時に積極的な情報提供に努め、

その適切な利用を促進します。

- 44 -



③ より一層の福祉サービスの充実を図るとともに、ピアサポート※の活用等、社会状

況の変化によって生じる多様なニーズを把握し、応える支援体制を強化します。

④ 福祉サービスに携わる人材の確保やスキルアップ、専門性の向上に努め、障がいの

ある人への支援体制を強化します。

⑤権利擁護事業、成年後見制度※の周知と利用促進を図ります。

５　障がい児支援の充実

① 乳幼児期から成人期までの多様な発育と発達を個別に支援できる、切れ目のない支

援の仕組みづくりを推進します。

② 支援を必要とする子どもを早期に発見し、適切な支援に結びつけられるよう、さら

なる情報提供の充実や制度の周知に努めます。

③ インクルーシブ教育※の拡充により、人間の多様性を尊重し、障がいのある子ども

がその力を発揮して社会で過ごすことができる共生社会の実現への意識を醸
じょうせい

成しま

す。

④ 障がいのある子どもの、放課後や長期休業時の保育・居場所等について、学童保育

所や日中一時支援事業、放課後等デイサービスによる対応を充実させます。

６　障がいのある人にやさしいまちづくりの推進

① 住み慣れた地域の中で、安全で快適に生活できるよう、ユニバーサルデザイン※に

配慮したまちづくりを推進します。

② 障がいのある人とその家族の、ライフステージを踏まえたさまざまな生活課題に伴

走し支援できるよう、総合的な相談体制の強化と情報提供の充実を図ります。

【主な関係法令および計画】

・身体障害者福祉法［昭和25年（1950年）施行・令和２年（2020年）改正］

・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律［昭和25年（1950年）施行・令和２年

（2020年）改正］

・知的障害者福祉法［昭和35年（1960年）施行・令和２年（2020年）改正］

・ 障害者の雇用の促進等に関する法律［昭和35年（1960年）施行・令和２年

（2020年）改正］
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・障害者基本法［昭和45年（1970年）施行・平成28年（2016年）改正］

・障害者の権利に関する宣言［昭和50年（1975年）国連採択］

・発達障害者支援法［平成17年（2005年）施行］

・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律［平成18年（2006年）施

行］

・ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止

法）［平成24年（2012年）施行］

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援

法）［平成25年（2013年）施行・令和３年（2021年）改正］

・ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優

先調達推進法）［平成25年（2013年）施行］

・障害者の権利に関する条約［平成26年（2014年）批准］

・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律［平成28年（2016年）施行］

・滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例［平成31年（2019年）施行］

・湖南市第三次地域福祉計画［平成29年（2017年）策定］

・第三次湖南市障がい者の支援に関する基本計画［令和３年（2021年）策定］

滋賀県作成パンフレット
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⑹　外国人

【現状と課題】

　外国人労働者は派遣労働などにより製造業の現場などで働いている場合が比較的多

く、経済的な影響を受けやすい状況にあります。特に今回の新型コロナウイルス感染

症の影響では、生活が苦しくなった人への貸付金について、多くの相談が外国人市民

からありました。さらに、新型コロナウイルス感染症拡大初期には、「ウイルスを持

ち込んだのではないか」と思われるなど、外国人であるという理由で肩身の狭い思い

をしたという相談もありました。社会が不安定になると、弱い立場の人へその影響が

強く出ることを認識することが重要です。

　教育現場では、保護者の仕事の都合による引っ越しが多く、子どもの教育環境が安

定しないことが課題としてあがっています。また、日本に定住する人が増え、DV相

談や障がい・介護などの福祉サービスを必要とする人も今後増えてくることが予想さ

れます。わかりやすく制度を伝えること、言語対応を適切に行っていくことが必要に

なっています。

　湖南市で生活する外国人は、令和３年（2021年）１月１日現在、3,317人で、総

人口に占める割合は6.03%と県内において最も高い状況です。国籍をみると、ブラ

ジル（1,531人）、ベトナム（566人）、ペルー（356人）と湖南市においても多国籍

化が進んでいます。特に技能実習生等でベトナムを中心に東南アジアからの外国人が

増えています。

　市内企業においても、雇用を更新しない「雇い止め」が起きており、収入や今後の

生活設計が不安定になりがちです。また、SNS※等を通じた不正確な情報の流布もあ

り、外国人市民への適切な情報提供、相談体制の強化と企業への働きかけが必要です。

日本語での情報共有が難しい人が多いなか、市役所ではポルトガル語通訳を配置する

ほか、翻訳機やウェブ会議システムでの通訳を導入するなどして対応していますが、

広く生活に必要な情報、災害などの非常時の情報を正確かつ十分に伝えることに課題

があります。また、災害時の外国人支援については地域との連携・協働も必要です。
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【取組の方向】

１　交流やコミュニケーション機会の充実

① 言語や年代にかかわらず同じ情報を共有できるツールとして、「やさしい日本語」

の活用促進を図ります。また、場面や対象に応じ、多様な情報媒体によるわかりや

すい情報発信に努めます。

② 地域で生活するなかで、言語や文化・習慣の違いによって「心の壁」が生じること

のないよう、外国人市民が日本語や日本の文化を学ぶ機会を提供します。

２　生活支援の充実

① 外国人労働者に対して不法な就労や不当な取り扱いがされないように、企業・事業

所等に対する啓発や、外国人市民への労働関連情報の提供に努めます。

② 安心して生活に関わる相談ができるよう、ポルトガル語の通訳者配置、国際協会と

の連携、翻訳機の利用、ウェブ会議システムを活用した相談を継続して行います。

③ 日本語支援の必要な子どもに対する適応指導や学習支援を行うとともに、母語や母

国文化を学習する機会を提供することで、将来、多文化共生を推進できるリーダー

的な人材を育成します。また、外国にルーツを持つ子どもやその保護者に対する進

学のための奨学金制度などさまざまな情報提供等、進路保障に努めます。

④ 災害時に外国人市民が情報弱者※とならない仕組みづくりに努めます。また、災害

に対する知識と防災意識の高揚を図り、災害時に共助の担い手となる外国人市民の

育成に取り組みます。

３　多文化共生の地域づくり

① 外国人市民が地域社会の構成員として、語学力・知識・国際感覚など自己の能力を

発揮しながら参加できるよう施策を推進します。

② 市民・企業・事業所・団体などを対象に、さまざまな機会を捉えて継続的に多文化

共生の意識向上に向けて啓発を行います。

③ 市内に滞在・在住する外国人との言語・食文化・芸能などさまざまな交流活動など

を通じて、多文化共生教育や国際理解教育の充実を図ります。
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【主な関係法令および計画】

・ 出入国管理及び難民認定法［昭和26年（1951年）施行・平成30年（2018年）改正］

・国際人権規約［昭和41年（1966年）採択・昭和54年（1979年）批准］

・ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例

法［平成３年（1991年）施行・平成31年（2019年）改正］

・ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

（ヘイトスピーチ解消法）［平成28年（2016年）施行］

・外国人児童生徒に関する指導指針（滋賀県教育委員会）［平成17年（2005年）策定］

・湖南市多文化共生社会の推進に関する条例［平成24年（2012年）施行］

・ 湖南市多文化共生推進プラン～With Konan Plan Ⅱ～［平成29年（2017年）策定］

南米語学学習教室

湖南市うちなる国際化フォーラム
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⑺　感染症、患者

【現状と課題】

　誤った情報や知識から、ハンセン病患者やエイズ患者・HIV感染者等に対する差別

や偏見が存在したことから、さまざまな教育・啓発が行われてきたところです。しか

し、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、患者やその家族・医療従事者・宅配業者

などへの差別が起こっています。これまで以上に、正しい情報や知識の普及啓発に努

め、差別や偏見を解消していかなければなりません。

　また、アルコール・薬物・ギャンブル・インターネットゲーム等、特定の物質や行

為・過程に対して、やめたくても、「やめられない」「ほどほどにできない」状態とな

る依存症に対する取組が進められています。依存症に関する正しい知識と理解が得ら

れていないうえ、依存症への偏見、差別もあり、依存症の人やその家族が適切な治療

や支援に結びついていないという課題があります。

　近年の診断技術や治療方法の進歩により、疾病における生存率が向上していること

から、働きながら治療を進める人々が増加しています。疾病を抱える労働者の中には、

「仕事のために適切な治療が受けられない」「職場の理解・支援体制の不足により離職

に至る」などの問題が生じています。今後は、労働力の高齢化が進むことが見込まれ

るなかで、疾病を抱えた労働者の治療と仕事の両立への対応が必要となっています。

　そのため、平成28年（2016年）に厚生労働省から、「事業場における治療と職業

生活の両立支援のためのガイドライン」が公表されました。がんや糖尿病などの生活

習慣病・精神疾患等を治療しながら、就労や就学が継続できるよう、理解と取組が必

要とされています。

【取組の方向】

１　正しい知識の普及啓発

① 患者やその家族等への差別や偏見をなくすため、ハンセン病・エイズ・新型コロナ

ウイルス感染症等の感染症に対する正しい知識の普及啓発に努めます。

② 依存症や慢性疾患に対する正しい理解の普及啓発を進めます。
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2　就労・社会参加への支援

① 治療での通院や服薬・体調管理などが必要な人々が、継続して就労できるよう、関

係機関と連携しながら、就労機会の確保や環境整備、企業啓発に努めます。

② アルコール依存症などについては、保健センターを中心とした相談体制を構築しま

す。医療機関での治療回復プログラム・自助グループ等民間団体と連携しながら本

人・家族支援を行います。

【主な関係法令および計画】

・らい予防法の廃止に関する法律［平成８年（1996年）施行］

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律［平成11年（1999年）

施行・令和３年（2021年）改正］

・ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律［平成13年

（2001年）施行］

・ ハンセン病問題の解決の促進に関する法律［平成21年（2009年）施行・令和元年

（2019年）改正］

・ 厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」［平

成28年（2016年）作成・令和２年（2020年）改訂］

・ 健康こなん21計画【健康増進計画・食育推進計画（第２次）】［平成30年（2018

年）策定］

・ ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律［令和元年（2019

年）施行］
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⑻　性の多様性※

【現状と課題】

　国内外での調査・研究において、人口の５％前後は性的マイノリティ（少数派）で

あることが推定されており、近年は「LGBT」という言葉も知られるようになってき

ました（Ｌ＝レズビアン・女性同性愛者、Ｇ＝ゲイ・男性同性愛者、Ｂ＝バイセクシュ

アル・両性愛者、Ｔ＝トランスジェンダー・体の性別とは異なる性別で生きる人）。

LGBTのほかに、他者を恋愛の対象にしない人（無性愛者）や性自認※が男性か女性

かはっきりしない人など、性のあり方は多様であり、性的指向※・性自認※・性表現※

は人によって異なります。

　近年は、性に関わる課題をLGBTなど特定の人々にのみ配慮が必要な課題ではなく、

SOGI（Sexual Orientation and Gender Identity＝性的指向※および性自認※）と

してすべての人の多様な性を尊重していくという意味の言葉も知られるようになって

きました。

　しかし、これまでの習慣、性別に関わるイメージや決めつけ、誤りや偏った情報な

どにより、いじめや不登校・自傷行為・自殺などが生じるなど、性的マイノリティを

めぐる課題が明らかになっています。また、性的指向※等のセクシュアリティを本人

の許可なく第三者に言いふらしたり、SNS※に書き込んだりするアウティングによっ

て人権侵害が生じています。

　このような現状を踏まえ、学校教育では性の多様性※に関する学習を進めており、

その理解が進みつつあります。また、国・地方自治体・企業等での取組も始められて

いますが、地域や職場など社会において、性の多様性※に対する無理解により、当事

者が多くの困難に直面している状況があります。

　性的マイノリティを取り巻く状況が人権課題であることを認識し、性別・性的指 

向※・性自認※・性表現※にかかわらず、自分らしく生きることが尊重される社会の実

現に向けて、多様な性について学ぶことで理解し、偏見を払拭していくことが必要で

す。

　湖南市では、関係団体と連携し、啓発パンフレットの作成・配布、広報こなんやホー

ムページで啓発を行っています。　
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【取組の方向】

１　人権教育の推進

① 教職員・自治体職員など、教育を進める立場の者の性の多様性※に対する正しい理

解を進めるため、性に関する基本的な知識をはじめ国際的な動向や学校等での対応

について研修を行い、資質を高めます。

② 児童生徒が、互いの性のあり方を尊重し、あるがままの存在を認める肯定的なメッ

セージを内面化させるため、学齢期の早い段階から性の多様性※について考える機

会を設けます。

③ 学校内で性の多様性※について学習する重要性を共有するとともに、教育内容の検

討・充実を図ります。

④ 性別に違和感を持っている児童生徒が抱える問題に対する配慮、対応の充実を図り

ます。

２　啓発の推進

① 学校の図書館や保健室・市内公共施設などにLGBTに関する書籍を置いたり、ポス

ターを掲示したりするなど、当事者はもとより市民の情報獲得の機会をつくります。

② 広報・ホームページなど各種情報媒体を活用した啓発をはじめ、講演会・研修会な

どの開催、啓発パンフレットの配布と活用など啓発活動に努めます。

③ 個人の属性に関する情報である性的指向※や性自認※は、プライバシー権として保

護されていることから、プライバシー保護措置、相談による不利益取り扱い禁止に

ついて周知・啓発します。

３　支援の充実

①広報・ホームページなどでの相談窓口情報の提供と周知を図ります。

②関係機関・支援団体などと連携して相談体制の強化を図ります。

③ 公共施設において、性別や障がいによらない「誰でもトイレ」の設置、各種書類に

おける不要な性別記載の廃止に向けて検討します。

４　連携・協働による取組の推進

① 教育・就労・医療・公共サービスなど、さまざまな場面での困難を解消するため、
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関係課における相談体制の確立と情報交換、支援方策の検討を推進します。

【主な関係法令および計画】

・ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機

会均等法）［昭和61年（1986年）施行・令和２年（2020年）改正］

・人権教育・啓発に関する基本計画［平成14年（2002年）閣議決定］

・性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律［平成16年（2004年）施行］

・自殺総合対策大綱［平成24年（2012年）改正］

・いじめ防止対策推進法［平成25年（2013年）施行・令和２年（2020年）改正］

・ 性同一性障害や性的指向※・性自認※に係る、児童生徒に対するきめ細やかな対応

等の実施について［平成27年（2015年）文部科学省通知］

・第５次男女共同参画基本計画［令和２年（2020年）閣議決定］

湖南市・湖南市人権まちづくり会議作成パンフレット

- 54 -



⑼　インターネットと人権

【現状と課題】

　パソコン・スマートフォン・タブレットなどの多様な通信機器の普及により、幼児

から高齢者まで幅広い年代の人々がインターネットを広く利用するようになりまし

た。また、SNS※やアプリの活用によりコミュニケーションの幅が広がっています。

　一方で、ネット上でのいじめ、児童ポルノ・リベンジポルノ※被害、性犯罪、個人

情報の無断掲載・流出、デマ情報の拡散、著作権侵害など、さまざまな問題が引き起

こされています。ネット上の匿名性を悪用した差別情報の投稿や偏見・デマの拡散な

どによって、部落差別・外国人差別・障がい者差別・新型コロナウイルス感染症に関

わる差別などが生じており、深刻な状態になっています。

　自分自身が被害に巻き込まれないようにすること、他人の人権を侵害することにな

らないよう、インターネット上での情報収集や情報発信には責任を持つことを含め、

利用の正しい知識を身につけることが必要です。

　人権侵害や名誉棄損、差別を助長する書き込みや写真・動画などは、削除依頼、サ

イト管理者・プロバイダへの通報、警察署・法務局での相談などを行い、適切に対処

する必要があります。

　湖南市では、滋賀県市町人権問題連絡会を通じ、インターネット差別書き込み対策

防止のための啓発会議に加入して取組を進めています。また、滋賀県人権センターを

はじめ、県内各自治体・人権団体などと連携し、対策を協議しています。

【取組の方向】

１　啓発の推進

① 被害者にも加害者にもならないよう、インターネット利用上の危険性や安全な利用

方法について、広報・ホームページなど各種情報媒体を活用した啓発を行います。

② インターネット上での人権侵害等の被害にあった場合の相談や削除依頼などの対処

方法について、各種情報媒体を活用した啓発を行います。

③広報・ホームページなどでの相談窓口情報の提供と周知を図ります。
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２　連携・協働による取組の推進

① 関係機関・支援団体などと連携して相談体制の強化を図るとともに、インターネッ

ト上の人権侵害の発見時や市民からの通報時には迅速な対応を行います。

②法務局・県内自治体・関係団体との情報交換や対応の要請を行います。

【主な関係法令および計画】

・ 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

（プロバイダ責任制限法）［平成13年（2001年）施行・令和２年（2020年）改正］

・ 個人情報の保護に関する法律［平成15年（2003年）施行・令和２年（2020年）

改正］

・ プロバイダ責任制限法　名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン［平成30年

（2018年）改訂］

・ プロバイダ責任制限法　発信者情報開示関係ガイドライン［令和２年（2020年）

改訂］
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⑽　災害時の人権

【現状と課題】

　東日本大震災において、緊急避難の過程で高齢者や障がいのある人が多く犠牲に

なってしまったことが明らかになりました。これまで、自然災害に必要とされるのは

人道的援助の提供であると考えられてきたため、人権保護の観点での被災者支援が十

分ではなかったといえます。

　災害時には「避難生活でプライバシーが守られない」「デマ・風評などによる差別

的な言動」「避難生活の長期化によるストレス・病気の悪化」「要配慮者に対する配慮

不足」などの人権侵害が生じています。

　災害時において、社会的に弱い立場にある人々がより一層厳しい状況に置かれるこ

とがあるということを踏まえ、特別な支援や配慮が必要な人たちの存在に対する認識

を確立するとともに、人権確保の視点に立った被災者支援を進める必要があります。

　湖南市では、地域の防災リーダーとして防災士の育成を進めており、現在その２割

程度が女性で、今後も各区への働きかけなどを通じて、女性防災士の育成に努めると

ともに、障がいのある人・外国人・子どもなど多様な人材の地域活動への参画を進め、

それぞれの視点で地域づくりを行うことを通して、地域住民による共助のしくみづく

りと減災に向けた取組を進める必要があります。

【取組の方向】

１　防災計画の充実

① 防災対策の検討過程等における女性や障がいのある人などの参画を推進し、避難所

生活等における要配慮者の視点を踏まえた対応を位置づけた防災計画を策定しま

す。

２　被災者支援の充実

① 被災者の権利と尊厳を損なわないスフィア基準※を満たした避難所の運営に努めま

す。また、介護・通訳ボランティアの活用やプライバシーを配慮した受け入れ態勢

の整備に努めます。

② 通常の避難所での共同生活が困難な要配慮者の受け入れ先として、バリアフリー化

に配慮した福祉避難所の確保を行います。
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③ 地域・近隣住民同士での援助が進められるよう、平常時から要配慮者（高齢者・障

がいのある人・難病患者・乳幼児・妊産婦・外国人等）への理解と啓発、情報把握

を行い、共助の体制づくりを推進します。

【主な関係法令および計画】

・災害対策基本法［昭和36年（1961年）施行・令和３年（2021年）改正］

・防災基本計画［昭和 38年（1963年）策定・令和３年（2021年）修正］

・湖南市地域防災計画［令和２年（2020年）修正］

・湖南市福祉避難所開設・運営マニュアル［令和２年（2020年）改定］

⑾　個人情報の保護

【現状と課題】

　現代社会では、個人情報を利用したさまざまなサービスが提供されています。平成

17年（2005年）４月「個人情報の保護に関する法律」が全面施行され、行政機関は

もとより、事業者にも個人情報の適正な取り扱いが義務づけられました。

　個人情報は、個人の人格を尊重するという理念のもと、慎重に取り扱う必要があり

ますが、個人情報の盗用・流出事件が後を絶ちません。行政はより一層個人情報の適

切な管理に努めるとともに、市民や企業・事業所に対し、個人情報保護の重要性につ

いて啓発していく必要があります。また、不必要な個人情報の収集について見直しが

必要です。

【取組の方向】

１　啓発の推進

① 個人情報保護制度をもとに、情報の収集と人権侵害についての啓発を進めます。ま

た、「事前登録型本人通知制度」※など、個人情報を守るための制度等の周知に努め

ます。

２　相談体制の充実

①個人情報の漏洩、流出に対する通報・相談窓口の充実と周知を強化します。
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【主な関係法令および計画】

・ 個人情報の保護に関する法律［平成15年（2003年）施行・令和２年（2020年）

改正］

・ 湖南市個人情報保護条例［平成16年（2004年）施行］

⑿　さまざまな人権の尊重

①独自の歴史・文化を持つ人々

　湖南市でも、沖縄出身者・在日コリアンなど独自の言語・文化・アイデンティティ

を有する市民が共に生活しています。

　たとえば、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるとされたアイヌの

人々（アイヌ民族支援法より）は、独自の言語や伝統的な儀式・祭事、多くの口承文

学（ユーカラ）など独自の文化を育んできました。しかし、近世以降のいわゆる同化

政策などにより、その歴史や文化の十分な保存・伝承、国民的な理解が図られていま

せん。そのため、就職や結婚などにおいて偏見や差別が依然として存在しています。

　アイヌの人々をはじめ、さまざまな民族の人々の誇りが尊重される社会の実現に向

けて、民族の歴史や文化に対する理解を深め、偏見や差別をなくすための啓発活動、

相談活動等を行います。

【主な関係法令および計画】

・ アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律

［平成９年（1997年）制定・令和元年（2019年）廃止］

・ アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

（アイヌ民族支援法、アイヌ新法）［令和２年（2020年）施行］

・ 在日韓国・朝鮮人児童生徒に関する指導指針（滋賀県教育委員会）［平成９年

（1997年）策定］

②刑を終えて出所した人

　刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別は根強く、住居の確保や就職

で多くの困難や差別に直面しており、厳しい状況にあります。社会復帰をめざす人々
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が地域社会の一員として円滑な社会生活を営むためには、本人の更生意欲だけではな

く、家族・職場・地域社会の理解と協力が必要です。

　これらの人々に対する偏見や差別をなくすため、「社会を明るくする運動※」に取

り組むとともに、更生保護の啓発活動、社会復帰と自立支援に必要な相談活動やサポー

ト体制づくりを行います。

【主な関係法令および計画】

・再犯の防止等の推進に関する法律［平成28年（2016年）施行］

・再犯防止推進計画・10の再犯防止アクション宣言［平成29年（2017年）策定］

・再犯防止推進計画加速化プラン［令和元年（2019年）犯罪対策閣僚会議決定］

③犯罪被害者とその家族

　犯罪被害者やその家族は、犯罪そのものやその後遺症など直接的な被害のほかに、

プライバシーが侵害されたり、うわさや中傷などにより傷つけられたりするなどの二

次的な被害により、生活の平穏が脅かされるなどの問題が指摘されています。

　犯罪被害者等の人権に対する配慮と保護を目的に、「犯罪被害者週間」（毎年11月

25日から12月１日まで）を中心に、犯罪被害者が置かれている状況やプライバシー

への配慮の重要性など、市民に理解を深める活動に取り組みます。

【主な関係法令および計画】

・犯罪被害者等基本法［平成16年（2004年）施行］

・第４次犯罪被害者等基本計画［令和３年（2021年）策定］

④ホームレス

　失業や家族不和などのさまざまな事情でホームレスとなった人々に対して、偏見や

差別が根強く存在しており、嫌がらせや暴行を加えるなどの事案が発生しています。

また、福祉や医療などのサービスを受けにくく、健康状態が悪化したり、高齢である

ことによって求職活動が困難になったりしている状況があります。

　ホームレスの人々が置かれている困難な状況に対する理解を深めるための啓発活動

を行います。また、ホームレスの人々の自立を図るため、就業機会や居住場所の確保
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などの支援に向けて関係機関の連携を推進します。

【主な関係法令および計画】

・ホームレスの自立支援等に関する特別措置法［平成14年（2002年）施行］

・ホームレスの自立支援等に関する基本方針［平成15年（2003年）策定］

⑤北朝鮮当局による拉致被害者

　北朝鮮当局による日本人拉致は、日本に対する主権侵害であるとともに、生命と安

全に関わる重大な人権侵害です。「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」（毎年12月10日か

ら16日まで）を中心に、拉致問題等についての正しい知識の普及を図り、市民の関

心と認識を深めるための啓発を行います。

【主な関係法令および計画】

・ 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律［平成18年

（2006年）施行］

⑥人身取引

　人身取引とは、性的サービスの強要や労働の強要などによって搾取・利益を得るこ

とを目的に、暴力・脅迫・誘拐・詐欺などの手段によって人を支配下に置いたり引き

渡したりする犯罪です。被害者の多くは社会的・経済的に弱い立場にある女性、外国

人技能実習制度を利用して来日した外国人です。

　人身取引は、深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらし、その被害の回復は困難を極め

ます。人道的な観点から迅速・的確な対応が必要です。警察署・出入国在留管理局を

はじめ、法務局・支援団体等による通報・相談窓口の周知を図ります。また、インター

ネットや多言語での情報発信に努めます。

【主な関係法令および計画】

・人身取引対策行動計画［平成16年（2004年）策定］

・人身取引対策行動計画2009［平成21年（2009年）改定］

・人身取引対策行動計画2014［平成26年（2014年）改定］
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⑦東日本大震災に起因する差別

　平成23年（2011年）に発生した東日本大震災は、東北地方太平洋沖地震による災

害および地震と津波に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所事故による災害で

あり、甚大な被害が生じた未曽有の大災害です。この大震災により多くの命が犠牲と

なり、生活・働く場が奪われただけではなく、原子力発電所の事故によって被災地の

農業・水産業は風評被害を受け、避難先での被災者に対する誹謗・中傷などの差別が

起きるなど、人権侵害の被害は深刻なものになり、風評に基づく偏見・差別が今なお

続いています。被災地の現状などに関する情報について正しい理解に努めなければな

りません。

　避難している被災者に対する救済に関わる情報提供、人権侵害等の相談窓口の周知

を図ります。

【主な関係法令および計画】

・東日本大震災復興基本法［平成23年（2011年）施行］

・福島復興再生特別措置法［平成24年（2012年）施行］

・ 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支え

るための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律［平成24年（2012

年）施行］

地域総合センターの子育て支援事業で作成したアイヌ民族文様
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６．総合的な施策の推進

⑴　庁内における推進体制

　市の人権関連施策を総合的かつ効果的に推進するために、「湖南市人権対策推進本

部」を活用し、関係部署相互の一層の連携・協力を図るとともに、各部署では、この

計画の趣旨を十分踏まえ、諸施策を実施します。

　また、市行政のあらゆる分野で人権尊重の視点に立った行政が推進されるよう、各

部署に「人権対策小委員会」を設置し、市の施策の点検を行います。

⑵　市民との協働による施策の推進

　人権尊重の社会づくりには、市民一人ひとりの行動が不可欠です。市民が、人権を

日常の問題として主体的に考え、学び、行動することを尊重し、家庭、地域、学校、

企業・事業所などあらゆる場において、市民との協働により人権施策を推進します。

　また、情報・学習機会の提供や、啓発資材の貸出等を行い、人材の養成に努めます。

⑶　関係機関・団体との連携

　人権尊重の社会づくりには、関係機関・関係団体との協力が必要です。人権施策の

取組をより効果的なものとするため、国・県などの関係機関と連携・協力を図ります。

　また、人権に関わる活動や各分野で多様な活動を展開している関係機関・関係団体

と幅広い連携・協力に努めます。

⑷　進行管理および見直し

　人権問題に深く関わる関係者などで構成される人権擁護審議会により、計画の検討、

見直しなどを行っていきます。この計画に掲げた内容については、点検による取組状

況の把握などを行います。
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施策体系図

基
本
目
標

方
向
性

基
本
理
念

分
野
別
施
策

①
部
落
差
別

部
落
差
別
解
消
に
向
け
た
取
組

②
女
性
（
男
女
共
同
参
画
）

男
女
共
同
参
画
社
会
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形
成
と
女
性
の
人
権
尊
重

③
子
ど
も

子
ど
も
の
人
権
の
尊
重
と
権
利
保
障
の
推
進

⑤
障
が
い
の
あ
る
人

障
が
い
の
あ
る
人
の
自
立
と
、
共
に
生
き
る
ま
ち
づ
く
り

⑥
外
国
人

外
国
人
市
民
の
人
権
施
策
の
充
実

⑦
感
染
症
、
患
者

住
み
慣
れ
た
地
域
で
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り
と
患

者
の
人
権
へ
の
配
慮

⑫
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
の
尊
重
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独
自
の
歴
史
・
文
化
を
持
つ
人
々
、
刑
を
終
え
て
出
所
し

た
人
、
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
、
ホ
ー
ム
レ
ス
、
北
朝
鮮

当
局
に
よ
る
拉
致
被
害
者
、
人
身
取
引
、
東
日
本
大
震
災
に

起
因
す
る
差
別
）

④
高
齢
者

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

⑧
性
の
多
様
性

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
々
の
人
権

⑨
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権

⑩
災
害
時
の
人
権

⑪
個
人
情
報
の
保
護

重
点
施
策
と
取
組
の
方
向

人権教育の推進

① 

園
・
学
校
に
お
け
る
人
権
教
育
の

推
進

② 

生
涯
学
習
に
お
け
る
人
権
教
育
の

推
進

人権意識の普及

① 

啓
発
活
動
の
推
進

②
人
権
研
修
の
充
実
と
推
進

連携・協働によ
る取組の推進

① 

市
民
、
事
業
者
の
参
加
の
促
進

②  

関
係
団
体
、
関
係
機
関
と
の
連

携
・
協
働
の
促
進

地域福祉の取組
の推進

① 

市
民
の
社
会
参
加
へ
の
支
援
の
促

進
② 

人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
向

け
た
取
組
の
推
進

相談・救済・支
援の充実

① 

人
権
侵
害
の
発
見
や
防
止
体
制
の

確
立

② 

相
談
・
救
済
・
支
援
体
制
の
充
実

③ 

関
係
機
関
・
団
体
等
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
化

① 豊かなつながりと人
権感覚をはぐくむま
ちづくり

② 差別や偏見のない、包
摂と多様性を尊重し
た共生のまちづくり

③ 協働による人権尊重
のまちづくり

④ 誰一人取り残さない
まちづくり

人権意識の醸成と人権文化
の確立【教育】【啓発】

①「はぐくむ」

差別撤廃と人権尊重のまち
づくり【連携】【市民参加】

②「つくる」

人権擁護の実現
【相談】【支援】【福祉】

③「まもる」

市民一人ひとりが人権感覚を高め、

お互いを認め合う人権尊重のまちづくり
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総合的な施策の推進　体系図

計画の推進

「湖南市人権総合計画」

12の分野別施策

　（他の基本計画

 ・行動計画）

５つの重点施策と

取組の方向

反 映

調 整

施
策
の
推
進
検
証

意
見
・
助
言

連
携

連携

計画の検討・協議組織

湖南市人権擁護審議会

計画の実施その他人権擁護の

ために必要な事項の審議

庁内における推進体制

湖南市人権対策推進本部

人権関連施策の総合的な推進

各種調整会議

分野別施策の具体的な推進・調整

人権対策小委員会

人権尊重の視点に立った施策の点検

各担当課　　施策の実施

湖南市 市民・事業者等

関係機関・関係団体との連携

連携協働による人権施策の推進
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用　　語 説　　　明

あ
行

アウトリーチ
直訳は「外に手を伸ばすこと」を意味し、福祉分野では「支援が必要であるにも
かかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて、
情報、支援を届けるプロセス」のこと。

インクルーシブ
あらゆる人が孤立したり排除されたりしないよう擁護し、社会に生きる一員とし
てともに過ごし、支え合うという社会政策の理念を表す。インクルーシブな社会
とは、誰も排除されない社会のこと。

インクルーシブ
教育

障がいのある子どもと障がいのない子どもがともに学ぶことで、共生社会を実現
する教育のこと。

SNS
（エスエヌエス）

Social Networking Service（ソーシャルネットワーキングサービス）の略で、
登録された利用者同士が交流できるインターネット上の会員制サービス。LiNe、
Twitter、instagram、Facebookなどは世界中で多くの人が利用している。

えせ同和行為
同和問題を口実にして、企業や行政機関等に不当な利益や義務のないことを要求
する行為のこと。

エンパワーメント
個人的・社会的・経済的に抑圧された状態に置かれた個人や集団が、自らの権利
意識に基づいて、自己主張・自己決定・自己実現を行うことで、それまでになかっ
た自己の権利を回復すること。

か
行

忌避意識
ある事柄や人物の存在を認めず嫌ったり避けたりするなど、関わりたくないとい
う意識のこと。部落差別においては、被差別部落やその出身者との関わりを避け
ようとする意識のこと。

合理的配慮
一人ひとりの特性や場面に応じて発生する困難を解消するため、個別の調整や変
更を行うこと。「障害者差別解消法」では事業者に対して、障がい者への不当な
取り扱いをなくすよう合理的配慮の提供が義務となっている。

さ
行

事前登録型本人
通知制度

住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を本人の代理人や第三者（国または地方公
共団体の機関を除く）に交付した時に、市に事前に登録した人に対して交付の事
実を郵送で知らせる制度。

社会的な援護を
要する人々

社会的ストレスやアルコール依存など「心身の障害」を抱えた人、ホームレスや
外国人など「社会的排除や摩擦」を受けた人、孤独死・自殺の傾向や家庭内虐待・
暴力など「社会的孤立や孤独」の状態にある人のこと。また、これらの問題が重
複・複合化して、社会福祉による援護を必要としている人々のこと。

社会を明るくす
る運動

すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築
こうとする運動のこと。

就職困難者
障がい者、ひとり親、高齢者、外国人、学卒無業者および健康・家庭の問題、社
会的差別や偏見などにより、働く意欲がありながら、働くことが困難である人の
こと。

情報弱者 情報の入手や利用について困難を抱える人のこと。

ス ク ー ル ソ ー
シャルワーカー

教育・社会福祉に関する専門的な知識や技術を有し、問題を抱えた児童・生徒が
置かれている環境への働きかけや、保護者・関係機関とのネットワークを構築し
て多様な支援方法を用いて問題の解決を図る専門職のこと。

スフィア基準

「災害や紛争の影響を受けた人びとは、尊厳ある生活を営む権利があり、従って、
支援を受ける権利がある。」「災害や紛争による苦痛を軽減するために、実行可能
なあらゆる手段が尽くされなくてはならない。」という基本理念のもと、被災者
すべてが平等かつ公正な支援を受けるためだけではなく、支援者側の説明責任や
支援の質の維持に向けて、「人権憲章、権利保護の原則、コア基準」の共通土台
と、生命保護に不可欠な４つの要素（①給水・衛生・衛生促進、②食糧確保と栄
養、③シェルター・居留地などの非食料物資、④保健活動）における最低基準を
定めたもの。

用語説明（五十音順）
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用語説明（五十音順）

用　　語 説　　　明

さ
行

性自認 性のあり方の中で、自らがどのような性と認識しているかという要素のこと。

性的指向
性のあり方の中で、どんな性に恋愛感情・性的感情をもつのか、またはもたない
のかという要素のこと。

成年後見制度
認知症や障がいなどの理由で、判断能力が不十分とされる人々が不利益を被らな
いよう、財産・福祉サービスを受ける権利を保護し、支援を行う制度のこと。

性の多様性
男性か女性かの二者のみで性別を決めたり、異性愛のみが正しいかのような見方
をしたりするのではなく、主に4つの要素（身体的性・性的指向・性自認・性表
現）から性をとらえ、多様な性を認め合おうという考え方のこと。

性表現
性のあり方のなかで、自分が見せたい性の特徴を、服装や髪型、言動などで表現
する要素のこと。

た
行

第２種社会福祉
事業

社会福祉法第２条で定められている社会福祉事業のうち、生活困窮者、障がい者、
高齢者、子どもなどの在宅生活を支えるための支援事業のこと。その中の一つに
隣保事業がある。

な
行

ノーマライゼー
ション

社会福祉をめぐる社会理念の一つで、障がい者、高齢者など社会的少数者である
か否かに関係なく、生活や権利などが保障された環境をつくっていく考え方のこ
と。

は
行

ピアサポート
「ピア」とは同じような立場や境遇、経験等をともにする人たちを表す言葉で、
このような仲間、対等性をもつ者同士で支え合うこと。

ピクトグラム 何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号のこと。

や
行

ヤングケアラー
家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家
事や家族の世話、介護などのサポートなどを行っている18歳未満の子ども。

ユニバーサルデ
ザイン

言語・文化や年齢、能力などの違いにかかわらず、できるだけ多くの人が使いや
すいように配慮して、施設・建物・製品・環境・行事等をデザイン（計画・実施）
していこうとする考え方のこと。

ら
行

リプロダクティ
ブ・ヘルス／ラ
イツ

性と生殖における個人の自由と法的権利の一つで、妊娠を望む人・望まない人な
どを問わず、心身ともに満たされ健康にいられること。

リベンジポルノ
元交際相手や離婚した配偶者が、相手から拒否されたことの仕返しに、私的な性
的画像を無断でインターネット上に公開する行為のこと。

隣保館
地域社会の中で福祉の充実や人権啓発と住民交流の拠点として、生活上の相談事
業や人権課題解決のための事業を総合的に行うコミュニティセンターのこと。

隣保事業
隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させる等、その他その
近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業のこと。社
会福祉法第２条第３項第11号に定められている。

わ
行

ワーク・ライフ・
（ケア・）バランス

仕事と生活の両立。ケアが入ると、介護離職をなくすための仕事と介護の両立を
表す。
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わ
た
し
た
ち
は
、
悠
久
の
野
洲
川
の
流
れ
に
沿
っ
た
美

し
い
郷
土
を
愛
し
、
先
人
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築
い
て
き
た
文
化
や
歴
史
に

感
謝
し
て
、
活
気
と
希
望
に
満
ち
た
、
ゆ
た
か
で
創
造
的

な
ま
ち
を
つ
く
る
た
め
に
、
こ
の
憲
章
を
定
め
ま
す
。

一
、
美
し
い
水
と
緑
を
大
切
に
し
、

　
　
　
自
然
と
調
和
し
た
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
た
が
い
の
人
権
を
認
め
あ
い
、

　
　
　
思
い
や
り
の
あ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
ち
、

　
　
　
障
が
い
者
や
老
人
を
は
じ
め
、
だ
れ
も
が
、

　
　
　
　
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
ゆ
た
か
な
歴
史
を
重
ん
じ
、

　
　
　
香
り
高
い
文
化
の
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

一
、
社
会
の
規
律
を
守
り
、

　
　
　
安
全
で
住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

湖
南
市
市
民
憲
章

 

平
成
17
年
11
月
20
日
制
定

　私達は緑と清流に恵まれた自然と、祖先が築いてきた尊い歴史と香り高い文化の中で日々

平和な生活を享有しています。

　この平和を恒久的なものにするため、世界唯一の核被爆国として、全世界の人々に被爆の

恐ろしさ、苦しみを訴え、再びその惨禍を繰り返してはなりません。

　そのため、私達湖南市民は、我が国の基本方針である非核三原則を堅持し、あらゆる国の

核兵器の廃絶を訴え、人間の尊厳を守り、基本的人権の尊重と恒久平和を求め、ここに「非

核平和都市」を宣言します。

 平成17年８月５日

非核平和都市宣言

　すべての人は、しあわせに生きる権利をもっています。それが基本的人権であり、誰にも

侵されることのない永久の権利です。

　わたしたちは、日本国憲法と世界人権宣言の理念にのっとり、一人ひとりの基本的人権を

尊重し、あらゆる差別のない心のかよいあう明るいまちの実現を願っています。

　自らの人権意識を高め、人権尊重の輪を広げ、明るい住みよい社会を築くため、湖南市は

「人権尊重都市」を宣言します。

 平成17年12月６日

湖南市人権尊重都市宣言
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○湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例

 平成16年10月１日

 条例第130号

　基本的人権の尊重と法の下の平等を定めた日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらに

して自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の基本理念を

踏まえ部落差別をはじめとする障害者、女性、在日外国人等へのあらゆる差別や人権侵害をなく

し、市民すべての人権意識の高揚を図り、もって差別のない明るい地域づくりの実現のためこの

条例を制定する。

（目的）

第 １条　この条例は、市民一人ひとりの参加による人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に

努め、部落差別をはじめとするあらゆる差別（以下「あらゆる差別」という。）のない地域社

会の実現に寄与することを目的とする。

（市の責務）

第 ２条　市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、市民の人権意識の

高揚に努めるものとする。

（市民の責務）

第 ３条　市民は、互いに基本的人権を尊重するとともに、差別を温存し、又は助長する行為をし

ないよう努め、市が実施する施策に協力するものとする。

（市の施策）

第 ４条　市は、あらゆる差別をなくすため、湖南市総合計画及び関係法令等に基づき、生活環境

の改善、社会福祉の充実、産業の振興と就労の安定、教育文化の向上、人権擁護等必要な施策

を推進するものとする。

（啓発活動の充実）

第 ５条　市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発組織の充実と啓発事業の取組に努め、あ

らゆる差別を許さない社会的環境の醸成を促進するものとする。

（調査等の実施）

第６条　市は、この条例の目的を達成するため必要に応じ調査等を行うものとする。

（推進体制の充実）

第 ７条　市は、第２条に規定する必要な施策を効果的に推進するため、関係機関等との連携を密

にし、活動の充実に努めるものとする。
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（審議会の設置）

第 ８条　市は、この条例の目的達成のための重要事項を調査審議する機関として、湖南市人権擁

護審議会（以下「審議会」という。）を置く。

２　審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。

（委任）

第９条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付　則

　この条例は、平成16年10月１日から施行する。
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○湖南市人権擁護審議会規則

 平成16年10月１日

 規則第95号

（趣旨）

第 １条　この規則は、湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例（平成16年湖南市条例

第130号）第８条の規定に基づき、湖南市人権擁護審議会（以下「審議会」という。）の組織及

び運営について必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２条　審議会は、市長の諮問に応じ、調査及び審議を行う。

（組織）

第３条　審議会は、委員25人以内で組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

　⑴　人権問題に関して学識経験を有するもの

　⑵　市の議会議員

　⑶　区長会の代表

　⑷　人権擁護委員

　⑸　市内の人権擁護にかかわる関係機関・団体の代表

　⑹　その他市長が必要と認める者

（任期）

第 ４条　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任

は妨げない。

（会長及び副会長）

第５条　審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条　審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２　審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 　審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところ

による。
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（専門部会）

第７条　審議会は、必要に応じ専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。

２　部会に属する委員は会長が指名した委員で組織する。

３　部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

４　部会長は、部会を統括し、会議の経過及び結果を審議会に報告する。

５　部会の運営その他必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

（関係職員の出席及び資料の提出）

第 ８条　会長は、議事に関して必要と認めた場合においては、関係職員の出席、資料の提出又は

説明などの協力を求めることができる。

（庶務）

第９条　審議会の庶務は、総務部人権政策課において処理する。

（その他）

第10条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付　則

　この規則は、平成16年10月１日から施行する。

付　則（平成19年規則第６号）

　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
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湖南市人権擁護審議会委員名簿

 任期　令和２年（2020年）８月１日～令和４年（2022年）３月31日

氏　名 団体・組織 備　考 所属部会

妻木　進吾 龍谷大学経営学部准教授 副会長 部落差別・教育

河井　一久 滋賀県人権センター 部落差別（部会長）・福祉

山口　敏樹 ＮＰＯ法人むげ 部落差別・福祉（部会長）

松山　辰也 菩提寺北小学校 教育（部会長）

竹内　　孝 地域代表者会議（令和２年度は区長会） 福祉

井上　明保 人権擁護委員 会長 部落差別

江田聡一郎

企業・事業所人権啓発推進協議会

任期 

令和３年５月20日～

令和４年３月31日
部落差別

森川　富彦

任期 

令和２年８月１日～

令和３年５月19日

永坂　茂美 社会福祉協議会 福祉

永田　　清 民生委員児童委員協議会 福祉

山村　　勉 人権まちづくり会議 教育

立入　幸子

老人クラブ連合会

任期 

令和３年５月20日～

令和４年３月31日
福祉

林　　和子

任期 

令和２年８月１日～

令和３年５月19日

岸本恵美子 障がい児者団体 福祉

園田　小房 女性の悩み相談員 教育

山田　三裕 人権団体 部落差別

谷口　　満 国際協会 教育

薮　　重勝 公募委員

任期 

令和２年８月１日～

令和３年７月６日

教育
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湖南市人権総合計画策定経過

開　催　日 内　　　　容

令和２年（2020年） ７月31日
令和２年度第１回同和対策審議会「湖南市の人権に関する計画策定

の方向性について（諮問）」

令和２年（2020年） ８月20日 定例教育委員会（方向性説明）

令和２年（2020年） ８月28日
同和対策審議会より「湖南市の人権に関する計画策定の方向性につ

いて（答申）」

令和２年（2020年） ８月28日
令和２年度第１回人権擁護審議会「（仮称）湖南市人権総合計画の

策定について（諮問）」

令和２年（2020年）12月14日 令和２年度第２回人権擁護審議会

令和３年（2021年） ２月10日 令和２年度第２回同和対策審議会

令和３年（2021年） ２月15日 人権擁護審議会　第１回人権と福祉部会

令和３年（2021年） ２月16日 人権擁護審議会　第１回部落差別問題部会

令和３年（2021年） ２月25日 定例教育委員会（経過説明）

令和３年（2021年） ３月４日 人権擁護審議会　第１回人権教育部会

令和３年（2021年） ４月26日 人権擁護審議会　第２回部落差別問題部会

令和３年（2021年） ４月30日 人権擁護審議会　第２回人権教育部会

令和３年（2021年） ５月12日 人権擁護審議会　第２回人権と福祉部会

令和３年（2021年） ５月31日 令和３年度第１回人権擁護審議会

令和３年（2021年） ７月 １日 令和３年度第１回同和対策審議会

令和３年（2021年） ７月15日 市議会総務常任委員会（経過説明）

令和３年（2021年） ７月16日 市議会福祉教育常任委員会（経過説明）

令和３年（2021年） ７月19日 令和３年度第２回人権擁護審議会

令和３年（2021年） ８月27日 定例教育委員会（経過説明）

令和３年（2021年） ９月17日 市議会議員全員協議会（パブリックコメント説明）

令和３年（2021年）10月 １日

　　　　　　　　  ～10月29日
パブリックコメント

令和３年（2021年）10月22日 令和３年度第２回同和対策審議会

令和３年（2021年）11月10日 令和３年度第３回人権擁護審議会

令和３年（2021年）11月18日
人権擁護審議会より「湖南市人権総合計画（案）の策定について

（答申）」

令和３年（2021年）11月30日 パブリックコメント結果公表

令和３年（2021年）12月21日 議案第87号　湖南市人権総合計画の策定について（可決）
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